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第１節 災害体制の確立 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 体制の設置・配備・

動員 

１ 体制の設置・配備基準 各対策部 

２ 職員の動員 

第２ 災害警戒本部 １ 災害警戒本部の設置 各対策部 

２ 災害警戒本部の解散 

３ 災害対策本部への移行 

第３ 災害対策本部 １ 災害対策本部の設置 各対策部 

２ 災害対 

策本部の組織及び運営 

３ 災害対策本部の解散 

 

 第１ 体制の設置・配備・動員                

 

１ 体制の設置・配備基準 

  地震が発生した場合、震度に応じて次の設置基準により、活動を行う組織・体制を確立し、職員の

健康管理を徹底しつつ、災害警戒及び応急対策等にあたる。 

 

(1) 情報収集体制 

設置基準 
① 久留米市で震度３の地震が発生したとき。 

② その他、国内で震度５強以上の地震が発生した場合で、情報収集などの対応が必要なとき。 

設置等の決定 
① 基準震度により自動的に設置 

② 防災対策課長が判断し、決定する。 

職員の配備 

総務部防災対策課において、災害や救援対応に備えるための情報収集・連絡等を行う。 

・責任者 防災対策課長補佐 

・配 備 防災対策課職員１名、総務部職員１名 

     ※必要に応じて、各対策部に情報収集要員の配備を依頼する。 

廃止基準 被害通報等が無く、情報収集・連絡など特段の対応の必要がなくなったとき。 
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(2) 警戒準備体制 

設置基準 
①久留米市で震度４の地震が発生したとき。 

②その他の状況により、部分的な応急対応が必要であるとき。 

設置等の決定 
①基準震度により自動的に設置 

②防災対策担当部長が判断し、決定する。 

職員の配備 

必要な応急対策並びに被害が拡大した場合の準備等のために、必要に応じて災害対策本部の一

部の部を置く。 

・責任者 防災対策課長 

・配 備 統括部、都市施設対策部、上下水道対策部、農政対策部、避難所総括・教育対策部、

総合支所対策部及び消防団対策部等において、久留米市災害対策本部配備人員（動

員計画）による要員配備を行う。 

廃止基準 市内の被害状況等の確認が完了し、特段の対応の必要がなくなったとき。 

 

(3) 災害警戒本部 

設置基準 
① 久留米市で震度５弱の地震が発生したとき。 

② 警戒準備体制では対応が困難であるとき。 

設置等の決定 
① 基準震度により自動的に設置 

② 防災担当の副市長が判断し、決定する。 

職員の配備 

必要な応急対策並びに被害が拡大した場合の災害対策本部設置に備えて、災害対策本部に準じ

て部を置く。 

・責任者 防災対策担当部長 

・配 備 各部において、久留米市災害対策本部配備人員（動員計画） 

に基づく要員配備を行う。 

廃止基準 応急対応が完了又は概ね完了し、特段の対応の必要がなくなったとき。 

 

(4) 災害対策本部 

設置基準 
① 久留米市で震度５強以上の地震が発生したとき。 

② 警戒本部体制では対応が困難で、総合的な対策が必要なとき。 

設置等の決定 
① 基準震度により自動的に設置 

② 市長が判断し、決定する。 

職員配備体勢 

・責任者 市長（災害対策本部長） 

・配 備 災害対策本部各部において、久留米市災害対策本部配備人員 

（動員計画）による要員配備を行う。 

廃止基準 災害応急対策が概ね完了したと認めたとき。 

 

２ 職員の動員 

(1) 動員の連絡 

 職員動員は、基準震度に基づく自動参集とする。各職員は、テレビ・ラジオ等の地震情報を入手し、

配備基準に応じて自主的に参集する。 

また、震度基準以外の動員を行う場合は、防災対策課（統括部総括班）は、体制の設置・配備の決

定に基づき、各対策部総括班に動員の連絡を行う。なお、災害対策本部設置後は、各部連絡員が連絡

等を行う。 
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(2) 動員連絡方法 

 防災対策課（統括部総括班）は、緊急時職員参集システム（携帯電話メール）により、各部長（各

対策部長）及び各部総務（各部総括班）に配備及び動員を連絡する。 

 各対策部長は、必要な体制及び動員を関係各班長に指示し、各班長は、班員（所属職員）に連絡す

る。連絡は、緊急時職員参集システム、電話及び庁内放送を用いる。 

 

(3) 参集場所 

 勤務時間内及び勤務時間外ともに、参集場所は原則として各自の所属先とする。なお、災害状況等

により、やむをえず所属先に参集できない場合は、最寄りの総合支所等に参集する。 

 

(4) 動員報告 

 所属長（各班長）は、参集した職員の状況を各部総務（各部総括班）に報告し、各部総括班は、防

災対策課（統括部総括班）に各部の動員報告を行う。 

 

 第２ 災害警戒本部                    

 

１ 災害警戒本部の設置 

(1) 災害警戒本部の設置 

 防災担当の副市長は、警戒活動の必要があると認める場合は、必要な職員を配備し、災害警戒本部

を設置する。なお、久留米市内で震度５弱の地震が発生した場合は、自動的に災害警戒本部を設置す

る。 

 

(2) 設置場所 

 災害警戒本部は、総務部防災対策課に置く。 

 

(3) 指揮の権限 

 防災対策担当部長は、災害警戒本部の指揮を行うが、防災対策担当部長の判断を仰ぐことができな

い場合は、防災対策課長がこれを行う。 

 

(4) 活動内容 

 災害警戒本部の主な活動内容は、次のとおりとする。 

 
■災害警戒本部の活動内容 

 

① 地震情報等の収集・伝達    ② 災害情報の収集 

③ 県及び関係機関との連絡調整   ④ 救出、消火等の応急活動 

⑤ 住民への情報伝達 

 

２ 災害警戒本部の解散 

  防災対策担当部長は、被害が発生しなかったとき、あるいは事態が終息したときは、防災担当の副

市長の承認を得て災害警戒本部を解散する。 
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３ 災害対策本部への移行  

 市長は、被害が拡大したとき、若しくは拡大のおそれがあるときは、災害警戒本部から災害対策本

部への移行を決定する。 

 

 第３ 災害対策本部                    

 

１ 災害対策本部の設置 

(1) 災害対策本部の設置 

 市長は、総合的な対策の必要があると認めたときは、災害対策本部を設置する。なお、久留米市内

で震度５強以上の地震が発生した場合は、自動的に災害対策本部を設置する。統括部総括班は、本部

を設置したときは、市庁舎玄関に「久留米市災害対策本部」の標識を掲示する。 

 

(2) 災害対策本部の設置場所 

 統括部総括班は、市長の指示により災害対策本部を設置する。また、災害の状況により被災地に近

い公共施設等に現地災害対策本部を設置する。 

 技術班は、市庁舎が災害対策本部としての機能が十分であるかを点検し、機能を確保する。 

 また、統括部総括班は、市庁舎が被災により使用不可能な場合には、次の表に掲げる順位により市

の施設等の使用可能性を技術班と協力して調査し、使用可能と確認された場所に設置する。 

 

■災害対策本部等の設置場所 

災害対策本部 

 市庁舎 

  本部会議室：４０１会議室 

  本部事務室：３階３０１、３０５会議室 

ただし、被害状況に応じて９階防災本部室を本部会議室、 

１０階一般事務室を本部事務室とする。 

 代替施設 

 １ 久留米広域消防本部 

  ２ 総合支所 

現地災害対策本部  被災現場に近い公共施設 

 

(3) 防災関係機関連絡室の設置 

 統括部総括班は、防災関係機関との連絡調整を図るために市庁舎本部事務室に防災関係機関連絡室

を設置し、関係機関から連絡員の派遣を要請する。 

 

(4) 災害対策本部設置の通知 

  統括部総括班は、災害対策本部を設置したときは、次の機関にその旨を通知する。 
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■本部設置の通知先 

① 県防災危機管理局        ②  朝倉農林事務所 

③ 久留米県土整備事務所    ④ 久留米・うきは各警察署 

⑤ 久留米広域消防本部     ⑥ 近隣市町村 

⑦ その他の防災関係機関     ⑧  報道機関 

⑨ 校区自主防災組織 

 

２ 災害対策本部の組織及び運営 

(1) 指揮 

 本部の設置及び指揮は、本部長の権限により行われるが、本部長の判断を仰ぐことができない場合

は、次の順によりその権限を委任したものとする。 

 

■災害対策本部の権限の委任 

第１位 防災担当の副本部長 第２位 その他の副本部長 第３位 総合政策部長 

第４位 総務部長 第５位 協働推進部長 第６位 市民文化部長 

 

(2) 本部会議 

 本部長は、災害対策本部に係る災害応急対策に関する基本的な事項及び重要な事項について協議す

るため、本部会議を開催する。 

 

■本部会議の構成・所掌事務 

構成  本部長、副本部長、本部付及び本部員 

協議 

事項 

 ① 災害応急対策の基本方針に関すること 

 ② 被害情報の分析及び対応策に関すること 

 ③ 避難所の開設に関すること 

 ④ 避難の指示等に関すること 

 ⑤ 警戒区域の設定に関すること 

 ⑥ 自衛隊に対する災害派遣要請に関すること 

⑦ 国・県及び他市町村、その他関係機関及び団体に対する協力要請に関すること 

⑧ 災害救助法適用要請に関すること 

⑨ 災害対策本部配備体制の変更及び廃止に関すること 

⑩ その他災害対策に係る重要な事項に関すること 

 

(3) 災害対策本部の構成 

 災害対策本部に部を置き、部長、副部長、班長、副班長及び班員をもって構成する。 
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■災害対策本部の組織構成 

対策部名 対策部に属する班 対策部を構成する部局等 

統括部 

総括班、情報分析班、情報収集班、調整班、 

広報班、人事班、東京事務所班、財政班、 

情報システム班、車両班、契約指導班、出納班 

総合政策部 

総務部 

協働推進部 

議会調整部 議会班 議会事務局 

避難所総括・教育対策部 教育・避難班、学校避難所・庶務班学校施設班 教育部 

避難・保育対策部 子ども未来総括班、保育班、一般避難所班 子ども未来部 

避難・ボランティア支援対策部 ボランティア支援班、地域避難所・地区連絡班 協働推進部 

救護対策部 
健康福祉総括班、医療庶務班、医療救護班、 

地域福祉班 
健康福祉部 

衛生対策部 環境総括班、環境班、清掃班 環境部 

相談・調査対策部 
市民文化総括班、調査班、文化施設班、 

市民支援班 
市民文化部 

物資・商工対策部 

商工総括班、物資管理班、物資調達班、 

物資受入班、輸送班、観光班、競輪場施設班 

商工観光労働部 

監査委員事務局 

選挙管理委員会事務局 

公平委員会事務局 

農政対策部 
農政総括班、農政支援班、農林業被害対策班、 

農林業用施設対策班、生鮮食料品集荷班 
農政部 

都市施設対策部 都市建設総括班、技術班、公園土木班、住宅班 都市建設部 

上下水道対策部 

上下水道総括班、上下水道資材班、 

上下水道広報班、水道施設対策班、 

下水道施設対策班、浄水管理センター班、 

浄化センター班、地域事務所班 

上下水道部 

総合支所対策部 
総合支所総括班、衛生建設産業班、 

避難福祉支援班 

総合支所 

消防団部 消防団総括班、消防団班 総務部、消防団 

 

(4) 連絡員 

災害対策本部事務室に、各部から連絡員１名を本部事務局（調整班）要員として配置し、本部と各

部との連絡調整にあたる。 

  

(5) 調整会議 

応急対策の実施に関する各部間の情報共有化、活動調整等を行うために、本部事務局長、本部事務

局次長、統括部の班長及び各対策部副部長（部次長等）で構成する調整会議を設置する。 

 

３ 災害対策本部の解散 

 本部長は、災害の発生する危険が解消したと認めたとき、又は災害応急対策が概ね完了したと認め

たときは、災害対策本部を解散する。災害対策本部廃止の通知は、設置時の通知と同様に行う。 

 なお、災害の規模等により、事後処理を必要とする場合は、関係部等において継続して対処する。 
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【資料編】 

久留米市災害対策本部条例（資料２０） 

久留米市災害対策本部規程（資料２１） 

久留米市災害対策本部運営要綱（資料２２） 

久留米市災害対策本部組織図（資料２３） 

久留米市災害対策本部事務分掌表（資料２４） 

久留米市災害対策本部等配備人員（動員計画）（資料２５） 

その他災害応急対策に必要な事項等
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第２節 情報の収集・関係機関等への伝達 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 地震情報等の伝達 １ 地震情報の発表 総括部総括班、情報収集班、情

報分析班、総合支所総括班、消

防本部 

２ 地震情報の伝達 

３ 異常現象発見時の通報 

第２ 通信体制の確保 １ 災害時の通信 総括部総括班、情報収集班、情

報分析班、技術班、総合支所総

括班 

２ その他の通信設備の利用 

第３ 被害情報の収集・調

査・報告 

１ 情報の収集・整理 技術班、情報収集班、情報分析

班、総合支所総括班、衛生建設

産業班、各班 

２ 被害調査 

３ 災害報告 

 

 第１ 地震情報等の伝達                   

 

１ 地震情報の発表 

福岡管区気象台は、次のような地震情報を発表する。 

なお、地震情報の地域名は、県内では福岡地方、北九州地方、筑豊地方、筑後地方に区分され、本

市は筑後地方に該当する。 

 

■地震情報の定義及び種類 

震度速報 

担当する観測区域内（九州・山口県内）において、大きな地震が発生したとき

に、防災のための立ち上がり情報として、地震の発生時刻及び大きな揺れを観測

した地域名（震度３以上）を発表する。 

地震情報 
大きな地震が発生したとき、又は群発地震など特別な地震が発生したときに、

地震現象及びこれに密接に関連する現象の観測成果、状況を発表する。 

各地の震度に関する情報 有感地震を観測したときに、各地の震度を発表する。 

 

知事は、福岡管区気象台が発表する上記の地震に関する情報のうち、県内で震度４以上の地震が観

測された場合、福岡県防災・行政情報通信ネットワーク等により市、消防本部に伝達する。 

 

２ 地震情報の伝達 

 地震情報の伝達系統及び方法は、次のとおりである。 
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■気象情報等の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 異常現象発見時の通報 

 地震に関する異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長又は警察官等に通報しなければな

らない。 

 通報を受けた市長は、福岡管区気象台、県防災危機管理局及びその他関係機関に通報する。 

 

■通報の流れ 

 

 

 

 

 

■異常現象の種類 

地震に関する事項  群発地震･･･数日間以上にわたり頻繁に感ずるような地震 

その他に関する事項 
通報を要すると判断される上記以外の異常な現象 

 がけ崩れ、落石、道路・堤防の亀裂等 

 

福 岡 県 防 災 危 機 管 理 局 

福 岡 管 区 気 象 台 

自衛隊等その他関係機関 

福岡県防災危機管理局 

福岡県警察本部 

NHK 福岡放送局 

久留米市 

消防団本部 

各警察署 

防災関係機関等 

各施設等 

消防分団 

有線電話 

IP無線・有線電話 

緊急速報メール等 

広報車等 

広報車等 

広報車等 

テレビ・ラジオ 

警察無線・警察電話 

久留米広域消防本部 

市ＨＰ・各種ＳＮＳ、 
防災メール、ＦＭラジオ、 
防災アプリ、広報車等 

消防署 

市 
 
 
 
 

民 

福 

岡 

管 

区 

気 

象 

台 

緊急速報メール 

警 察 官 

発見者 久 留 米 市 
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 第２ 通信体制の確保                   

 

１ 災害時の通信 

(1) 通信機設備の利用 

 地震時には、次の通信施設を活用する。 

 統括部総括班、技術班及び総合支所総括班は、地震発生後、、電話等の通信施設の機能確認を行う。

停電、機器の破損等の支障が生じている場合は、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。 

また、無線機の貸出し等の管理を行う。 

 

■主な通信手段 

主な通信手段 主な通信区間 

有
線 

一般加入電話・ＦＡＸ 
災害対策本部・防災関係機関との連絡 

災害時優先電話 

無
線 

福岡県防災・行政情報通信ネットワーク 災害対策本部～県・近隣市町村・防災関係機関 

IP無線 災害対策本部～災害現場・避難所・防災関係機関 

口
頭 

伝令 災害対策本部会議～各班・市内防災関係機関 

 

(2) 窓口の統一 

 統括部総括班は、防災関係機関等外部との連絡に使用するために、災害時優先電話を指定電話とし

て定め、窓口の統一を図る。指定電話には総括部情報収集班から通信事務従事者を配置し、通信連絡

事務に専従させる。 

 

２ その他の通信設備の利用 

 統括部総括班は、市が所有する通信機能が低下し、応急対策に著しい支障が生じる場合は、次の代

替通信手段を確保する。 

 

(1) 災害時優先電話の利用 

 予め契約し、設置した「災害時優先電話」により、緊急時の発信用電話として使用する。 

 

(2) 専用通信施設の利用 

 電話等の利用が不可能となり、かつ通信が緊急を要する場合は、基本法第 57条及び 79条、救助法

第 28条、水防法第 27条、消防組織法第 41条の規定による他機関が設置する有線電気通信設備又は無

線通信施設を利用することができる。 

 

■利用できる機関 

① 自衛隊 ② 九州地方整備局 ③ 大阪航空局 

④ 県（防災行政無線） ⑤ 警察 ⑥ 第七管区海上保安部 

⑦ 福岡管区気象台 ⑧ 九州旅客鉄道株式会社 ⑨ 九州電力送配電株式会社 

⑩ 福岡県トラック協会 ⑪ 久留米ガス株式会社  
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 (3) 非常無線通信の利用 

 地震が発生した場合において、有線通信が利用できないか、又はこれを利用することが著しく困難

であるときに、電波法第 52条の規定に基づいて福岡県非常通信連絡会加入の無線局又は最寄りの無線

局に依頼する。 

 

 第３ 被害情報の収集・調査・報告             

 

１ 情報の収集・整理 

(1)情報の収集 

 各部は、所管施設等に関する危険情報及び被害情報を収集する。 

 情報収集班は、地震発生直後に、人的被害の状況、建物の被害状況及び火災・土砂災害の発生状況

等の情報を各対策部と連携して収集する。収集にあたっては、自衛隊、警察等が実施するヘリコプタ

ーの情報、郵便局員や参集する職員からの収集情報等を活用する。 

また、施設等管理者たる各班は、河川堤防、がけ地等を巡視し、危険があると認められる箇所につ

いては、本部又は当該管理者に通報し、危険箇所に警戒要員を配置して監視を行う。 

 

(2) 情報の整理 

  各部総括班は、通報を受けた危険情報や職員の収集した情報、応急対策の実施状況等を集約し整理

し、情報収集班に提出する。 

情報収集班は、通信事務従事者を指名し、各部連絡員と連絡協調を図り、災害情報、被害情報の収

集、集約及び整理を行う。なお、情報については、防災関係機関と密接に連絡する。 

情報分析班は、集約された情報の分析と災害救助法の適用についても検討し、災害対策本部に諮る。 

 

■収集する情報 

① 人的被害 

③ 避難の指示の状況、警戒区域の指定状況 

⑤ 災害対策（警戒）本部の設置、配備状況 

⑦ 交通機関、道路の状況 

⑨ 県への要請事項 

② 建物被害 

④ 避難の状況 

⑥ 応急対策の実施状況 

⑧ ガス・電気・水道・下水道・電話等生活関連施

設の状況 

⑩ その他必要な情報 

 

(3) 報告 

 情報分析班は、集約された情報の分析等を行い、県地方本部又は県防災危機管理局消防防災指導課

に「被害概況即報」により初期情報報告資料を作成し、初期情報を通報する。特に、概括的情報を含

め、把握できた範囲から直ちに報告する。 

 通信の途絶等により、県へ報告できない場合は、総務省消防庁防災課へ直接報告を行う他、119 番

通報が殺到した場合等にも、その旨を総務省消防庁及び県に報告する。 

 震度５強以上の震度を記録した場合には、被害の有無を問わず 30分以内に「火災・災害等即報要領」

に基づき、総務省消防庁へも報告を行う。
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２ 被害調査 

(1) 被害の調査 

各調査担当班は、余震、火災等の危険が解消した段階で、住家・人的被害及び所管施設等の被害調

査を行う。各調査担当班及び調査対象は、次のとおりである。 

なお、被害調査は、「被害状況判定基準」による。 

 

■部門別調査の担当及び対象 

調査担当班 調 査 対 象  

調査班、避難福祉支援班 住家被害、人的被害、被災者支援ニーズ 

農林業被害対策班、農林業用施設対策班、衛生

建設産業班 
農畜産物被害、農業用施設被害、林業被害 

商工総括班、物資調達班、観光班、 

競輪場施設班、衛生建設産業班 

商業被害、工業被害、観光施設被害、 

競輪場施設被害 

技術班、公園土木班、住宅班、 

衛生建設産業班 
道路等、橋梁、河川等、公園施設、市営住宅被害 

水道施設対策班、浄水管理センター班、 

下水道施設対策班、浄化センター班、 

衛生建設産業班 

水道施設被害、下水道施設被害 

医療庶務班 医療施設被害 

清掃班、衛生建設産業班 清掃施設被害 

地域福祉班 福祉施設被害 

学校施設班 学校施設被害 

保育班 保育施設被害 

地域避難所・地区連絡班 校区コミュニティ施設等自主避難所施設被害 

文化施設班 文化・社会教育施設被害 

  （参考）危険物施設被害…消防本部   都市ガス施設被害…久留米ガス株式会社 

 

(2) 被害調査の提出 

  各部総括班は、各調査担当班が調査した結果を、速やかに災害対策本部支援システムに入力し、情

報収集班に提出する。 

 

３ 災害報告 

(1) 報告内容 

 情報分析班は、災害情報及び被害状況の集約及び分析を行い、「福岡県災害調査報告実施要綱」に

基づき県に報告する。報告の種類、内容は次のとおりである。 

 総務省消防庁への報告は「火災・災害等即報要領」に基づく。 

 

■県への報告の種類・内容等 

報告の種類 内     容 様式 報告の方法 報 告 先 

 災害概況即報 

 （即  報） 

 ○被害発生後、直ちに報告 

 ○報告内容に変化があればその都度報告 
 第１号 

 電話（ＦＡＸ） 

 又は無線 
 県地方本部 

 被害状況報告 

 （即  報） 

 ○被害状況が判明次第、報告 

 ○以後、毎日 10時、15時までに報告 
 第２号 
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 被害状況報告 

 （詳  報） 
 ○災害発生後、５日以内 

 第２号 

 第３号  被害状況報告 

 （確定報告） 

 ○応急対策終了又は災害対策本部解散後、15日以

内に報告 
 文書（２部） 

 県災害対策 

 本部 

 

(2) 報告先 

 情報分析班は、災害報告を県地方本部、又は県防災機器管理局に行う。福祉、保健、環境、商工業、

農林水産業、土木関係の被害状況は、関係する県出先機関に報告する。 

また、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当するおそれがある場

合を含む。）については、直接消防庁に報告をする。 

 

■消防庁への直接即報基準 

 災害・事故の種類 直接即報の基準 

火
災
等
即
報 

交通機関の火災 航空機火災、タンカー火災、船舶火災であって社会的影響度が高いもの、ト

ンネル内車両火災、列車火災 

危険物等に係る事故

（石油コンビナート

等特別防災区域内の

事故を除く） 

・死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

・負傷者が５名以上発生したもの 

・危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の

施設内又は周辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

・危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次

に該当するもの 

(ア) 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

(イ) ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

・市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、

付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

・市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

原子力災害等 ・原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線

の漏えいがあったもの 

・放射性物質を輸送する車両において火災の発生したもの及び核燃料物質等の運

搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

・原子力災害対策特別措置法（平成11 年法律第156 号）第10条の規定により、

原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあ

ったもの 

・放射性同位元素等取扱事業者に係る火災であって、放射性同位元素又は放

射線の漏えいがあったもの 

ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの（武力攻

撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む） 

救
急
・
救
助 

事
故
即
報 

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

・列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

・バスの転落等による救急・救助事故 

・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

・映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

・その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 
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武
力
攻
撃 

災
害
等
即
報 

・武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の

人的又は物的災害 

・武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の

放出その他の人的又は物的災害 

災
害
即
報 

（地震） 

地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わない） 

次の項目に掲げる項目のうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

（風水害） 

・崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

・洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

・強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

※火災・災害等即報要領より一部抜粋 

 

 

【資料編】 

福岡県災害調査報告実施要綱（資料２７） 

被害の判定基準（資料２８） 

県地方本部が機能していない場合の報告先（資料２９） 

火災・災害等即報要領（資料３８）
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第３節 災害広報・広聴活動 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 災害広報活動 １ 災害時の広報 広報班、総合支所総括班、消防

団班、消防本部 ２ 避難所における広報 

第２ 報道機関への対応 １ 報道機関への要請 広報班 

２ 記者発表 

第３ 広聴活動 １ 相談窓口の設置 市民支援班、調査班、広報班、

住宅班、地域福祉班、総合支所

各班、各部 

２ 被災者相談 

３ 被災者ニーズの把握 

４ 広報 

 

 第１ 災害広報活動                    

 

１ 災害時の広報 

(1) 地震発生直後の広報活動 

広報班、総合支所総括班、消防団班及び消防本部は、延焼火災の発生や危険物の漏出等が発生した

場合は、住民等に対し緊急速報メールや各種 SNS、広報車又は現場広報等の方法で、危険情報の伝達

や避難等の広報を行う。 

また、広報班は、災害協定に基づき、民間事業者に上記等の広報を依頼する。 

 

(2) 応急活動期の広報 

 広報班は、応急活動時には、IP 無線、テレビ、ラジオ、広報紙や各種 SNS等にて広報する。 

また、広報班は、各班からの広報依頼により広報すべき内容等を集約し、報道機関への要請及び広

報紙や各種 SNS等の作成を行う。各部は、市民等への周知が必要な情報等を文書等で提出する。 

 

(3) 臨時災害放送局の開設 

 広報班は、災害の状況に応じて九州総合通信局との協議により、臨時災害放送局を開設し伝達する。 

 

■広報の手段と内容 

時  期 手      段 内        容 

警 戒 期 

 

災害発生直後 

メール・架電 

市ホームページ 

市公式 LINE 

IP 無線 

広報車 

現場指示 

テレビ 

ドリームスエフエムによる

緊急放送 

防災メール・まもるくん 

防災アプリ・まもるくん 等 

① 危険情報に関すること 

② 避難情報に関すること 

③ 避難所の設置に関すること 



＜地震対策編＞ 

第１章 災害応急対策計画 第３節 災害広報・広聴活動 

16 

応急活動期 

メール 

市ホームページ 

市公式 LINE 

IP 無線 

広報車 

テレビ 

ラジオ 

広報紙 

防災メール・まもるくん 

防災アプリ・まもるくん 等 

上記に加え 

① 災害応急対策の実施状況に関すること 

② 電気・ガス・水道等の供給に関すること 

③ 安否情報に関すること 

④ 相談窓口の設置及び相談内容に関すること 

⑤ 災害復旧の見通しに関すること 

 

２ 避難所における広報 

 広報班及び総合支所総括班は、避難所従事職員に対し、広報に必要な情報や資料を提供する。 

避難所従事職員は、避難所の運営組織、地域住民ボランティア等と連携して、次の方法で避難者に

情報を伝達する。 

 

■避難所における広報の方法 

 ① 広報紙の配布 

 ② 避難所広報板の設置 

 ③ 避難所運営組織による口頭伝達 

 

また、必要に応じて、教育・避難班は、各対策部と調整し、手話通訳や外国語通訳等を避難所に派

遣し、障害者等情報の入手が困難な避難者に十分配慮した広報を行う。 

 

 第２ 報道機関への対応                  

 

１ 報道機関への要請 

(1) 放送要請 

  広報班は、次の場合、県を通じ、ＮＨＫ福岡放送局に対して放送要請を行う。ただし、緊急やむを

得ない事情があるときは、直接要請することができる。 

 

■放送要請の内容 

要 請 先 県防災危機管理局又はＮＨＫ福岡放送局（緊急やむを得ないとき） 

要請事由 

災害が発生し、又は発生のおそれがあり次のいずれにも該当する場合 

① 事態が切迫し、避難指示、緊急安全確保や警戒区域の設定等について情報伝達に緊急を要すること 

② 通常の伝達手段では対応困難で、伝達のために特別の必要があること 

要請方法 様式を送付 

 

(2) 取材自粛の要請 

 広報班は、報道機関に対して避難所等においてプライバシーを侵害する取材等の自粛を要請する。 

 

２ 記者発表 

広報班は、報道機関に対しファックスによる速報を行うとともに、市ホームページに掲載する。 

また、必要に応じて記者会見場を設置し、必要な情報を報道機関へ提供する。 
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なお、記者会見場の設置にあたっては、必要な設備を準備する。 

 

 第３ 広聴活動                      

 

１ 相談窓口の設置 

 市民支援班及び避難福祉支援班は、市民からの問合せや生活相談に対応するため、市庁舎内に相談

窓口を設置する。 

また、市民の相談に対し迅速に対応するため、災害の状況等に応じて相談窓口には各班の担当者を

置く。 

 

２ 被災者相談 

 相談窓口で扱う事項は、災害状況により決定し、マニュアルを作成し対応する。 

 なお、市民からの意見、要望等についても、可能な限り聴取し応急対策に反映させる。 

 

３ 被災者ニーズの把握 

 調査班ほか各部が被害調査等を実施するときは、被災者ニーズの把握に努め、聞き取り等をした内

容については、情報収集班に提出する。 

 

４ 広報 

 広報班は、相談窓口の設置と扱う主な内容について、市ホームページ、市公式 LINE、ラジオ、広報

紙等で広報する。 

 

 

【資料編】 

 相談窓口の主な内容（資料３０） 
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第４節 応援派遣 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 自衛隊の災害派遣 １ 災害派遣要請依頼 統括部総括班、人事班 

２  自主派遣 

３  自衛隊の受入れ 

４ 自衛隊の活動 

５ 撤収要請依頼 

第２ 広域応援派遣要請 １ 市町村及び関係機関への要請 統括部総括班、人事班、消防本

部 ２ 県への応援要請 

３ 指定地方行政機関等への要請 

４ 応援隊の受入れ・活動支援 

５ 応援隊の撤収要請 

第３ 要員の確保 １ 労働力の確保 人事班 

２ 労働力確保の要請 

 

 第１ 自衛隊の災害派遣                   

 

１ 災害派遣要請依頼 

  本部長は、自衛隊の災害派遣の必要があると認められるときは、知事に対して電話又は口頭で次の

事項を明らかにして依頼し、事後速やかに依頼文書を提出する。 

 また、通信の途絶等で知事に依頼できないときは、直接最寄りの自衛隊の部隊の長に通知し、事後、

所定の手続きを行う。 

 統括部総括班は、これらの災害派遣要請依頼の手続きを行う。 

 

■災害派遣要請依頼手続き 

提出（連絡）先 県防災危機管理局 

連 絡 方 法 電話又は口頭で行い、事後文書送付 

要 請 事 項 

① 災害の情況及び派遣を要請依頼する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ その他参考となるべき事項 

 

■緊急の場合の自衛隊連絡先 

駐屯地等名 所在地 電話番号 指定部隊の長 

福岡駐屯地 春日市大和町 092-591-1020 第４師団長 

久留米駐屯地 久留米市国分町 0942-43-5391 第４高射特科大隊 
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２ 自主派遣 

 自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事等の要請を待ついとまが

ないときは、自衛隊法第 83条の規定により部隊等を自主派遣することができることとなっている。 

 

■自衛隊自主派遣の判断基準 

① 災害に際し、関係機関に対して災害情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認めら

れる場合 

② 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣の要請を行うことができないと認められ、直ちに救援の措置を

とる必要があると認められる場合 

③ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、その救援活動が人命救助に関する場合 

④ その他、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認められる場合 

 

３ 自衛隊の受入れ 

(1) 受入れ体制 

 統括部総括班は、自衛隊の災害派遣要請を依頼した場合、作業計画を作成し、次のような対応を行

う。 

 

■自衛隊の受入体制 

項 目 内 容 

作業計画の作成 ① 作業箇所及び作業内容 

② 作業箇所別必要人員及び必要器材 

③ 作業箇所別優先順位 

④ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

⑤ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資機材の準備 必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係のある管理者への

了解を取りつける。 

自衛隊集結地 市が指定した場所 

交渉窓口 ① 統括部総括班を連絡窓口とし、人事班が受け入れ支援を行う。 

② 自衛隊からの連絡員の派遣を要請する。 

 

(2) 臨時ヘリポートの設置 

 ヘリコプターの応援を要請した場合は、統括部総括班は、臨時ヘリポートの準備を行う。 

 

(3) 経費の負担区分 

 自衛隊の救護活動に要した経費は、原則として市が負担するものとし、２市町村以上の地域にわた

って活動した場合の負担割合は、関係市町村と協議して定める。 

 

■経費の負担範囲 

① 派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備に係るものを除く）等の購入費借上料金

及び修繕費 

② 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

③ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等 

④ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市が協議する。 
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４ 自衛隊の活動 

 自衛隊は、次の活動を行う。 

 

■災害発生後の自衛隊の活動 

要請依頼の範囲 活    動    内    容 

被害状況の把握 知事等から要請があったとき、又は指定部隊等の長が必要と認めるときは、車

両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い被害の状況を把握

する。 

避難の援助 避難の命令が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で、必要があるとき

は、避難者の誘導、輸送を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索救助 行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常、他の救助活動に優先して、捜

索活動を行う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行

う。 

消防活動 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合

は航空機）をもって消防機関に協力して消火にあたるが、消火薬剤等は、通常

関係機関の提供するものを使用するものとする。 

道路又は水路の啓開 道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開又は除去

にあたる。 

応急医療、救護及び防疫 被災者に対し応急医療、救護及び防疫の支援を行うが、薬剤等は、通常関係機

関の提供するものを使用するものとする。 

人員及び物資の緊急輸送 救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施す

る。この場合において、航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるも

のについて行う。 

給食、給水及び入浴支援 被災者に対し、給食、給水及び入浴支援を実施する。 

物資の無償貸付又は譲与 「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」に基づき、被

災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及び除去 能力可能なものについて、火薬類、爆発物等の危険物の保安措置及び除去を実

施する。 

その他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の

措置をとる。 

 

５ 撤収要請依頼 

 本部長は、災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、知事及び派遣部

隊の長と協議の上、派遣部隊の撤収要請依頼を行う。 
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 第２ 広域応援派遣要請                     

 

１ 市町村及び関係機関への要請 

(1) 福岡県内市町村間の相互応援協定 

 本部長は、災害が発生した場合、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、「災害時に

おける福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づき、県知事又は他市町村長に対し応援

を要請する。統括部総括班は、これらの要請事務を行う。 

 

(2) 中核市間の相互応援協定 

 本部長は、災害が発生した場合、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、「中核市災

害相互応援協定」に基づき、協定市長に対し応援を要請する。統括部総括班は、これらの要請事務を

行う。 

 

(3) 近隣との消防相互応援協定 

 本部長又は消防本部消防長は、災害が発生した場合、次の消防相互応援協定に基づき応援締結先の

消防機関に応援を要請する。 

 統括部総括班及び消防本部は、これらの要請事務を行う。 

 

(4) 福岡県消防相互応援協定 

 本部長又は消防本部消防長は、災害が発生した場合、応急措置を実施するために必要があると認め

るときは、「福岡県消防相互応援協定」に基づき、他市町村長又は消防長に対し、代表消防機関（福

岡市消防局）等を通じて消防応援を求める。なお、航空応援が必要な場合は、県を通じて要請を行う

が、同時に応援先の消防長にも連絡を行う。 

 統括部総括班及び消防本部は、これらの要請事務を行う。 

 

■応援要請の種類 

第一要請 現在締結している隣接市町村等との消防相互応援協定でも対応が困難な場合、協定第２条１項に

規定する地域内の市町村等に対して行う応援要請 

第二要請 第一要請における消防力でも、なお災害の防御が困難な場合、 

他の地域の市町村等に対して行う応援要請 

  

(5) 緊急消防援助隊 

 県内外の応援協定による消防力では災害に対応できない場合は、県知事を通じて消防庁長官へ緊急

消防援助隊の出動を要請することができる。 

 緊急消防援助隊の応援要請を行った場合には、「福岡県における緊急消防援助隊受援計画」（平成

29年 3月策定）に基づき、緊急消防援助隊が円滑に活動できるよう次の体制の確保を図る。 

 

情報提供、通信運用、集結及びヘリコプター離着陸場予定場所、補給体制 
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■応援要請系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県への応援要請 

 (1) 応援の要求 

本部長は、市域に災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に対

し、応援の要請又は斡旋の要請を行う。統括部総括班は、これらの要請事務を行う。 

 

■県への応援要請手続き 

要 請 先 県防災危機管理局 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

応援の要求 

① 災害の状況 

② 応援を必要とする理由 

③ 応援を希望する物資等の品名、数量 

④ 応援を必要とする場所・活動内容 

⑤ その他必要な事項 

災害対策基本法第 68 条 

 

 (2) 応急措置要請の要求 

本部長は、的確かつ円滑な応急措置のため必要があるときは、県知事に対して指定地方行政機関

への応急措置の要請を求める。また、県知事へ要請を行った場合、その旨と市域の災害状況を指定

地方行政機関に直接通知する。 

本部長は、県知事に対して上記要求ができない場合、その旨と市域の災害状況について、指定地

方行政機関に直接通知を行う。また、指定地方行政機関に直接通知を行った場合、県知事にも連絡

を行う。統括部総括班は、これらの災害派遣要請依頼及び通知の手続きを行う。 

相互応援協定 

応援活動 
消防組織法第39条第1項 

同一都道府県内の

他の市町村長 

災害の発生

した市町村

長 

他の都道府県内の

市町村長 

相互応援協定 

応援活動 
消防組織法第39条第1項 

大規模災害時において都道府県知事の要請を待ついとま

がない場合、要請を待たないで応援のための措置を求め

ることができる。 

特に、緊急を要し、広域的に応援出動等の措置を求める

必要がある場合には、自ら市町村長に応援出動等の措置

を求めることができる。 

なお、関係都道府県知事に速やかにその旨を通知する。 

応援のための措置を要求 
消防組織法第44条第1項 

応援の要請 
消防組織法第44条第1項 

他の都道府県知事 災害の発生した市町村の

属する都道府県知事 

応援出動等の措置要求 

消防組織法第44条第3項 
応援出動の指示 
消防組織法第43条 

（消防組織法第44条第4項） 

（消防組織法第44条第2項） 

消防庁長官 
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３ 指定地方行政機関等への要請 

 本部長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関若しくは特定公

共機関（指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して市域に係る災害応急対策又は

災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するもの）の長に対し、

職員の派遣を要請する、又はその派遣について県知事に対し斡旋をもとめる。統括部総括班は、これ

らの要請事務を行う。 

 

■指定地方行政機関等への応援要請手続き 

 要 請 先  指定地方行政機関又は特定公共機関（斡旋をもとめる場合は県） 

 連 絡 方 法  文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

職員派遣・ 

斡旋要請 

 ① 派遣の要請・斡旋を求める理由 

 ② 職員の職種別人員数 

 ③ 派遣を必要とする期間 

 ④ 派遣される職員の給与その他勤務条件 

 ⑤ その他必要な事項 

 派遣：災害対策基本法第 29条 

       

 斡旋：災害対策基本法第 30条 

       地方自治法第 252条の 17 

 

４ 応援隊の受入れ・活動支援 

(1) 受入体制の準備 

人事班は、応援隊の活動拠点施設、宿泊先、食料、資機材、滞在に必要な生活設備等の手配を物資

調達班、輸送班、上下水道資材班と連携して行う。 

 

(2) 現場への案内 

 人事班は、各班からの応援要請に基づき応援者を配分する。各活動現場においては、各班が応援者

の業務について対応する。 

 

５ 応援隊の撤収要請 

 本部長は、応援の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、要請先と協議の上、

撤収要請を行う。統括部総括班は、これらの手続きを行う。 

 

 第３ 要員の確保                     

 

１ 労働力の確保 

  人事班は、次の手段により災害対策のための労働力を確保する。 

 

■労働力確保の手段 

① 災害対策実施機関の関係者等の動員（第４節第２参照） 

② 公共職業安定所による労働者の斡旋 

③ 関係機関の応援派遣による技術者等の動員 

 



＜地震対策編＞ 

第１章 災害応急対策計画 第４節 応援派遣 

24 

２ 労働力確保の要請 

 人事班は、久留米公共職業安定所に対し次の事項を明らかにして、必要な労働者の紹介斡旋を依頼

する。 

 

■公共職業安定所への要請事項 

① 必要労働者        ② 男女別内訳 

③ 作業の内容        ④ 作業実施機関 

⑤ 賃金の額         ⑥ 労働時間 

⑦ 作業場所の所在      ⑧ 残業の有無 

⑨ 労働者の輸送方法     ⑩ その他必要な事項 

 

 

【資料編】 

九州市長会における災害時相互支援プラン（資料１３） 

中核市災害相互応援協定の運用マニュアル（資料１４） 

福岡県消防相互応援協定書（資料１５） 

福岡県広域航空消防応援実施要綱（資料１６） 
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第５節 救助・救急・消防 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 救助・救急活動 １ 救助情報の収集 統括部総括班、消防団班、消防

本部 ２ 救助活動 

３ 救急活動 

第２ 消防活動 １ 情報の収集・連絡 情報収集班、消防団班、消防本

部 ２ 消火活動 

３ 危険物火災等に対する消防  

活動 

 

 第１ 救助・救急活動                   

 

１ 救助情報の収集 

(1) 発見者の通報 

 要救助者を発見した者は、消防本部又は警察署等へ通報する。 

 

(2) 要救助者情報の収集 

 消防本部及び消防団班等で災害現場に派遣された者は、地域住民等から要救助者情報を収集し、消

防本部を通して、さらに災害対策本部に連絡する。災害対策本部は、消防本部及び警察署等に通報さ

れた情報を収集し管理する。 

また災害対策本部及び救助機関は、生命又は身体に対する重要な危険が切迫し、位置情報取得が不

可欠であると認められる場合、救助の目的のため、携帯電話事業者に対する位置情報要請を行う。 

 

２ 救助活動 

(1) 救助隊の編成 

 消防本部は、救助隊を編成し、救助資機材等を準備し要救助者情報をもとに災害現場に出動する。 

 

(2) 応援要請 

 統括部総括班は、災害の状況等により消防本部で編成する救助隊だけでは、救助活動が困難な場合

は、常備消防相互応援協定等に基づく応援要請、警察署の応援を要請する。自衛隊の応援が必要な場

合は、県知事に応援要請を依頼する。 

また、車両、特殊機械器具が必要な場合は、県の協力又は土木・建設組合等に出動を要請する。 

 

(3) 救助活動 

  消防本部は、装備資機材を活用して、救助活動を実施するとともに、救助活動を指揮する。この場

合、現場に出動した消防団班、警察署及び自衛隊等と連携し、活動を実施する。 
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(4) 市民・自主防災組織・事業所の救助活動 

  市民、自主防災組織及び事業所等は、二次災害の発生に十分注意しながら連携して、地域及び事業

所内の被害状況を調査し、行方不明者の確認を行う。 

 また、崩壊土砂や建物等の下敷きとなっている者がいるときは、可能な限り協力して救助を行う。 

  

３ 救急活動 

 消防本部は、災害現場から救護所又は医療機関等まで、救急車等で傷病者を搬送する。傷病者が多

数発生した場合は、ドクターカー、ドクターヘリ、福岡県災害派遣医療チーム（福岡県 DMAT）の派遣

を要請する。 

また、市内の搬送先病院で収容できない場合は、市外への病院へ救急車で搬送する。 

 消防本部は、道路の被害等で救急車による搬送ができない場合は、ドクターヘリの要請、または県

を通じてヘリコプターの出動を要請する。 

 

 第２ 消防活動                       

 

１ 情報の収集・連絡 

 消防本部は、市民、警察署等から火災発生等の情報を収集する。収集すべき情報は、次のとおりで

ある。なお、収集した情報を整理し、情報収集班に提出する。 

 

■収集する情報の種類 

 ① 火災の発生状況 

 ② 通行可能な道路の状況 

③ 無線通信の状況 

 ④ 使用可能な消防水利の状況 

 

２ 消火活動 

(1) 消火活動 

 消防本部及び消防団班は、次の点に留意して消火活動を効果的に行う。 

 

■消火活動の留意事項 

① 風向き、市街地の建物分布等を考慮し、効率・効果的に消防力を投入する。 

② 延焼火災の少ない地区は、集中的に消火活動を実施し、安全地区として確保する。 

③ 延焼火災が発生している地区は、直ちに住民の避難を開始し、必要に応じて避難路の確保等を最優先で行う。ま

た、安全な方向への避難誘導を呼びかける。 

④ 危険物の漏洩等のおそれがある地区は、消防警戒区域を設定し、安全な避難誘導に努める。 

⑤ 病院、避難所等、緊急輸送道路、防災拠点となる施設等の火災防ぎょを優先して行う。 

⑥ 市民等が実施する初期消火活動との連携、指導に努める。 

 

(2) 消防広域応援要請 

 本部長又は消防本部消防長は、現況の消防力では対処しきれない規模の火災、救助事象等が発生し

た場合、「福岡県消防相互応援協定」及びその他の相互応援協定に基づき、県内外の消防機関に対し
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て、応援要請を行う。また、ヘリコプターが必要な場合は、県を通じてヘリコプターの派遣等の要請

を依頼する。 

  消防本部は、消防広域応援要請をした場合には、応援隊の受入れと現場への案内等の活動支援を行

う。 

 

(3) 市民・自主防災組織の活動 

 市民及び自主防災組織は、火災が発生した場合に初期消火活動を行い、消防機関が到着した場合に

はその指示に従う。 

 

(4) 事業所の活動 

 事業所は、火災が発生した場合、出火防止措置及び初期消火活動を行う。 

また、火災の拡大、爆発等が発生するおそれのあるときは、次の措置をとる。 

 

■事業所の消火活動等 

 ① 警察、消防署等最寄りの防災機関への通報 

 ② 自衛消防隊等による初期消火､延焼防止活動 

 ③ 必要に応じて従業員、顧客等の避難 

 ④ 周辺地域の住民等に対する必要な情報の伝達 

 ⑤ 立入り禁止措置等の実施 

 

３ 危険物火災等に対する消防活動 

 危険物火災等に対する消防活動の原則は、次のとおりとし、詳細は事故対策編第 19節「危険物等災

害応急対策」を参照する。 

 

(1) 危険物火災 

 大量の危険物による火災に際しては、発火性、引火性又は爆発性物品の種別、数量に応じて延焼危

険度を考慮して、注水消火を行うほか禁水性物質に対しては、窒息消火、除去消火等の方法を講じ、

かつ周辺部への延焼防止にあたる。 

 

(2) 放射線関係施設火災 

 放射線関係施設の火災に際しては、施設近辺の放射線による危険を防止することを第１条件として

防ぎょ活動にあたるものとして、当該施設の管理者の指示に従い危険区域を設定して、防護装備をし

た者以外の立入りを禁止し、注水消火を行う場合には、消火に使用した水の汚染度により危険を伴う

ものについては、安全地域に流出する措置を講ずる。 

 

 

【資料編】 

福岡県消防相互応援協定書（資料１５） 

福岡県広域航空消防応援実施要綱（資料１６） 
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第６節 医療救護 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 応急医療活動 １ 救護班の編成・派遣 医療庶務班、医療救護班 

２ 救護所の開設 

３ 救護所での活動 

４ 医薬品・医療資機材等の確保 

５ 後方医療体制の確立 

第２ 被災者等への医療 １ 被災者等の健康管理支援 医療庶務班、医療救護班、教育・

避難班、広報班 ２ 避難所での医療活動 

３ 心の医療活動 

４ 医療情報の提供 

 

 第１ 応急医療活動                     

小規模な災害の場合は、原則として救急指定病院等に負傷者を搬送して、応急医療にあたる。同時

に多数の傷病者が発生した場合は、災害現場近くに救護所を設置して応急医療にあたる。 

１ 救護班の編成・派遣 

医療庶務班は、多数の傷病者が発生した場合は、医師会に救護班の編成・派遣を要請する。災害の

規模、状況によっては、県に対し福岡県ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ等の派遣要請や市外の公立病院その他の

応援要請を行う。 

 

■救護班の編成基準 

 医師          １人～２人（うち班長１人） 

 薬剤師         １人 

 看護師（保健師）    ３人～４人（うち班長等１人) 

 事務及び連絡員     １人 

 運転手         １人 

 

■医師会等への伝達・要請事項 

 ① 災害の種類、規模、発生場所   ②  必要とする救護班数 

 ③ 救護所の設置場所             ④ 資器材等の状況 

⑤その他 

 

２ 救護所の開設 

(1) 救護所の決定 

医療救護班は、被災情報から医師会と連絡をとり、救護所の設置場所を決定する。 

救護所は、原則として災害現場に最も近い避難場所とする。 
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(2) 救護所の設置 

医療救護班は、救護所となる施設に医療用資機材、電源等、応急医療に必要な資機材を搬送し設置

する。 

 

３ 救護所での活動 

救護所に派遣された救護班は、次のような活動を行う。 

 

■救護所での活動 

 ① 負傷者の傷害等の程度の判別（トリアージ） 

 ② 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

 ③ 負傷者の応急処置 

 ④ 助産 

 ⑤ 死亡の確認 

 ⑥ 遺体の検案 

 

４ 医薬品・医療資機材等の確保 

(1) 医薬品・医療資機材等の確保 

医療庶務班は、薬剤師会、薬品事業者から医薬品、医療資機材を確保する。不足する場合は、医師

会が保有する医薬品、医療用資機材を使用する。 

入手が困難なときは、県を通じて医薬品事業者、他医療機関等に要請する。 

 

(2) 血液製剤等の確保 

医療庶務班は、輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、赤十字血液センター等に供給を依頼す

る。また、必要に応じて市民へ献血の呼びかけを行う。 

 

５ 後方医療体制の確立 

(1) 後方医療施設の確保 

医療庶務班は、医師会等からの医療情報をもとに、重症者を収容する災害時救急病院を確保する。

市内の災害時救急病院で収容困難な重症者は、市内の災害拠点病院又は近隣の災害拠点病院に収容す

る。 

 

(2) 後方医療施設への搬送 

救護所から市内の災害時救急病院又は市内の災害拠点病院へは、医療救護班が調整の上、救急車又

は市有車両等で搬送する。 

交通の状況により災害拠点病院への搬送が救急車等では困難な場合は、医療庶務班が、県、自衛隊

等にヘリコプターでの搬送を要請する。 
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■後方医療施設（令和５年５月１日現在） 

市内災害時 

救急医療機関 

医療法人楠病院 

弥永協立病院 

新古賀病院 

医療法人松風海内藤病院 

JCHO久留米総合病院 

神代病院 

富田病院 

安本病院 

久留米市日吉町 115        0942-35-2725 

久留米市六ツ門町 12-12    0942-33-3152 

久留米市天神町 120      0942-38-2222 

久留米市西町 1169-1      0942-32-1212 

久留米市櫛原町 21       0942-33-1211 

久留米市北野町中川 900-1   0942-78-3177 

久留米市城島町四郎丸 261   0942-62-3121 

久留米市三潴町玉満 2371    0942-64-2032 

災害拠点病院 

久留米大学病院 

聖マリア病院 

田主丸中央病院 

久留米市旭町 67       0942-35-3311 

久留米市津福本町 422     0942-35-3322 

久留米市田主丸町益生田 892  0943-72-2460 

基幹災害拠点病院 国立病院機構九州医療センター 福岡市中央区地行浜 1-8-1   092-852-0700 

第３次救急 

医療機関 

久留米大学病院高度救命救急センター 

聖マリア病院救命救急センター 

久留米市旭町 67       0942-35-3311 

久留米市津福本町 422     0942-35-3322 

 

 第２ 被災者等への医療                    

 

１ 被災者等の健康管理支援 

医療救護班は、保健師等による避難所巡回等を行い、被災者の健康管理支援を行う。必要に応じて、

保健医療福祉活動チーム（ＪＭＡＴ・ＤＰＡＴ・保健師等チーム等）の受入れを検討するとともに、

関係組織と連携しながら被災者支援にあたる。 

 

２ 避難所での医療活動 

避難生活が長期化する場合は、教育・避難班及び医療救護班が連携して、避難所内に救護所を設置

し、医師会等に対して巡回医療班の編成を要請し、健康診断や精神科、歯科等を含めた医療救護活動

を行う。 

 

３ 心の医療活動 

避難生活が長期化する場合は、医療救護班は、精神科医療機関の協力によりカウンセリングやメン

タルケア資料の作成等を行い、被災者や要配慮者の精神的負担の軽減に努める。 

災害の規模、状況によっては、県に対しＤＰＡＴの派遣要請を行う。 

 

４ 医療情報の提供 

医療庶務班は、通院患者等のために治療可能な医療施設等の情報を収集し、広報班に依頼し広報紙

等で市民に提供する。 
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第７節 避難 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 避難活動 １ 避難情報の周知 統括部総括班、消防団班、地域福

祉班、車両班、総合支所総括班、

教育・避難班、学校避難所・庶務

班、地域避難所・地区連絡班、一

般避難所班、避難福祉支援班、消

防本部 

２  避難所の設置 

３ 避難誘導 

４ 避難者の受入れ 

５ 警戒区域の設定 

第２ 避難所の運営 １ 避難所運営体制 統括部総括班、総合支所総括班 

技術班、情報収集班、情報分析

班、総合支所総括班、衛生建設

産業班、各班 

２ 食料・物資の供給 

３  避難設備の設置 

４ 要配慮者への配慮 

５ 避難所等の警備  
６ 車中泊・在宅避難者等避難者へ

の支援  
７ 福祉班の派遣 

 

 第１ 避難活動                       

 

１ 避難情報の周知 

(1) 避難指示等の発令 

災害から市民の生命又は身体を保護し、災害の拡大を防止するために発令する避難指示等の発令権

者は次のとおりである。なお、県知事は、市が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと

きに、市の実施すべき措置の全部又は一部を代行する。 

 また、市長は住民に避難準備の呼びかけを行うとともに、避難行動に時間を要する又は困難な者に

対して「高齢者等避難」を発令し、早期での避難開始を促す。 
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■避難の指示権者等 

※１ 「緊急安全確保措置」とは高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた

場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置 

※２ 警察官がその場にいない場合に限り災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官に限る。 

※３ 水防管理者が行った場合に限る。 

指示権者 避難情報等 根拠法 
対象となる災害の内容 

（要件・時期） 

避難情報等 

の対象 

避難情報等の 

内容 

取るべき 

措置 

市長 

(委任を受

けた職員、

又は 

臨時に代理

する職員) 

高齢者等避難 
災対法 

第 56条 

全災害 

災害に関する予報若しくは

警報の通知を受けたとき等

で必要があると認めるとき 

住民その他

の関係ある

公私の団体 

立退きの準備そ

の他の措置の通

知又は警告 

 

①避難指示 

②緊急安全確保 

災対法 

第 60条 

全災害 

（避難指示） 

災害が発生し、又は発生す

るおそれのある場合におい

て、人の生命又は身体を災

害から保護し、その他災害

の拡大を防止するために特

に必要があると認めるとき 

（緊急安全確保） 

災害が発生し、又はまさに

発生しようとしている場合

において、避難のための立

退きを行うことによりかえ

って人の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがあり、か

つ、事態に照らし緊急を要

すると認めるとき 

必要と認め

る地域の必

要と認める

居住者等 

①避難指示 

・避難のための

立退きを指示 

・立退き先とし

て指定緊急避

難場所その他

の避難場所を

指示 

②緊急安全確保 

・緊急安全確保

措置※１を指示 

県知事に

報告 

知事 

(委任を受

けた職員) 

全災害 

・市町村がその全部又は大

部分の事務を行うことが

できなくなったとき 

事務代行

の公示 

海上保安官 

災対法 

第 61条 

全災害 

・市長村長が避難のための

立退き若しくは緊急安全

確保措置を指示すること

ができないと認めるとき、

又は市町村長から要求が

あつたとき 

市町村長

に通知 

(市長は

知事に報

告) 

警察官 

避難等の措置 

警察官 

職務執行法 

第 4条 
全災害 

・危険な事態がある場合に

おいて、特に急を要する場

合 

危害を受け

るおそれの

ある者 

避難について必

要な措置 
 

自衛官 
自衛隊法 

第 94条 

避難について必

要な措置※２ 

警察官職

務執行法

第 4 条の

準用 

知事 

(その命を

受 け た 職

員) 

立退きの指示 

地すべり等 

防止法 

第 25条 

地すべりによる災害 

・著しい危険が切迫してい

ると認めるとき 

必要と認め

る区域内の

居住者 

立退くべきこと

を指示 

その区域

を管轄す

る警察署

長に報告 

知事 

(その命を

受 け た 職

員) 

水防管理者 

立退きの指示 
水防法 

第 29条 

洪水・雨水出水 

又は高潮による災害 

・洪水・雨水出水又は高潮

の氾濫により著しい危険

が切迫していると認めら

れるとき 

必要と認め

る区域の居

住者、滞在者

その他の者 

同 上 同 上※３ 
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■避難指示をする場合の目安 

① 延焼火災が拡大又は拡大のおそれがあるとき 

②  建物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なとき、又は建物の倒壊により周囲に影響を及ぼすとき 

③ ガス等の危険物の漏出により周辺の住民に危険が及ぶおそれがあるとき 

④ がけ崩れ等の発生により建物等が被災するおそれがあるとき 

⑤ 堤防等が破損し、浸水等のおそれがあるとき 

⑥ その他住民の生命・身体を保護するため必要なとき 

 

(2) 県・関係機関への報告 

 統括部総括班は、高齢者等避難又は避難指示が発令された場合は、県に報告する。 

 

(3) 解除 

 本部長は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、高齢者等避難又は避難指示を解除

する。 

 

２  避難所の設置 

(1) 避難所の開設 

 統括部総括班は、災害の発生状況に応じて開設する避難所を決定する。教育・避難班は、学校避難

所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班に指示を行ない、開設する避難所

の管理者への開錠要請及び指定された避難所従事職員を避難所に派遣する。 

 

(2) 県・関係機関への報告 

 また、統括部総括班は、避難所を開設した場合、各避難所に付与された全国共通避難所・避難場所

ID に基づき、開設状況等を適切に県に報告する。 

 

３ 避難誘導 

(1) 避難誘導 

 避難誘導担当者は、災害の規模、状況に応じて、最も近い避難所等まで誘導する。避難は原則とし

て徒歩とする。特に要配慮者を優先して、避難させるよう努める。 

なお、避難所までの避難がかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、

「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を促す。 

 また、防災対策課は避難行動の在り方について、住民等への周知徹底に努めるものとする。 

 

■避難誘導担当者 

市職員、消防団員、消防職員、警察官、自主防災組織委員、各施設管理者、教職員、各施設職員 

  

(2) 携行品の制限 

 携行品は、円滑な避難行動に支障をきたさない最小限度のものとする。 

 

(3) 避難行動要支援者の避難誘導 

 在宅の避難行動要支援者の避難誘導は、原則として地域の自主防災組織等が行うが、地域で避難支

援が困難な場合は、市は消防、警察等の協力を求めるほか、地域福祉班及び避難福祉支援班が福祉有

償運送事業者や福祉施設等と協力し、福祉車両等を手配して移送する。 

 施設入所者は、施設の管理者が車両等を用いて移送する。車両班及び総合支所総括班は、車両等の
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手配など支援を行う。 

 

４ 避難者の受入れ 

  学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、避難所従事職員を

避難所に派遣する。避難所従事職員は、施設管理者及び自主防災組織と協力して避難者の受入れを行

う。教育・避難班は、避難者数等の把握を行う。 

 

５ 警戒区域の設定 

 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、人の生命又は身体に対する危険を防止する

ため、特に必要と認めるときは、警戒区域を設定する。 

 本部長は、警戒区域の設定に伴い、立ち退き指示等を警察等の協力を得て実施する。 

 

■警戒区域の設定権者及びその内容 

設 定 権 者 内          容 根拠法令 

市  長 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に おいて、

人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると

認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外

の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は

当該区域から退去を命ずることができる。 

・災害対策基本法 

第 63条 

水防団長、水防団員 

又は消防機関に属する者 

水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、同

様の措置をとることができる。 
・水防法第 21条 

消防吏員又は消防団員 

 火災の現場においては、消防警戒区域を設置して、命令で定める

以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への

出入を禁止若しくは制限することができる。 

・消防法第 28条 

警 察 官 

市職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求が あった

ときは、この職権を行うことができる。この場合、実施後直ちにそ

の旨を市長等に通知しなければならない。 

・災害対策基本法 

第 63条 

・水防法第 21条 

災害の派遣を命じられた

自衛官 

危険な事態が生じ、かつ、市長若しくは市長の権限を行う こと

ができる者がその場にいないとき、この職権を行うことができる。 

・災害対策基本法 

第 63条 

消防長 

又は消防署長 

ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発 生し

た場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大

であり、かつ、火災が発生したならば人命又 は財産に著しい被害

を与えるおそれがあると認められると きは、火災警戒区域を設定

して、その区域内における火気 の使用を禁止し、又は命令で定め

る者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区

域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。 

・消防法第 23条の 2 

 

 第２ 避難所の運営                     

 

  地震により家屋等が被災し避難生活が長期化する場合は、避難所運営マニュアルに基づき自主防災

組織や避難者等による自主的な運営組織を確立し避難所を運営する。 
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１ 避難所運営体制 

(1) 避難所運営組織 

 避難所の運営は、原則として市と避難所運営組織が連携した協働の取り組みとして実施する。また、

避難所運営における男女のニーズの違い等に配慮するため、運営組織のリーダーは、男女双方から選

出するよう努めるとともに、こどもや外国人など配慮が必要な立場からの参画を推進する。 

 学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、避難所運営組織

の設置や地域住民ボランティア等との調整を行う。 

 

■避難所運営担当者の役割 

□避難所自主運営組織 

① 運営方法等の決定 

② 生活ルールの作成 

③ 避難者カード・名簿の作成 

④ 市からの連絡事項の伝達 

⑤  食料・物資の配給 

⑥ 地域住民ボランティア等との調整 

⑦ 避難者の要望等のとりまとめ 

□市職員 

① 災害対策本部との連絡 

② 広報 

③ 施設管理者、地域住民ボランティア等との調整 

④ 避難所運営記録 

 

(2) 避難者の把握 

 学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、避難所自主運営組

織の協力を得て、避難者カード、避難者名簿を作成する。 

 

(3) ボランティアへの協力要請 

 避難所では、食料、生活必需品の供給、炊き出し等に地域住民ボランティアの協力を得る。学校避

難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、必要な場合には、地域住民

ボランティアの募集を行う。 

 

(4) 避難所事務所の開設 

 学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、避難所内に避難所

事務所を開設し、運営の拠点とする。 

 

(5) 避難所運営記録の作成 

 学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、避難所の運営状況

について、避難所運営記録を作成し、1日に 1度、教育・避難班へ報告する。 

また、病人発生等、特別な事情のある時は、そのつど必要に応じて報告する。 

 

２ 食料・物資の供給 

 学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、把握した避難者数

から食料、生活必需品等の必要量を教育・避難班に請求する。 

教育・避難班は、請求された物資等の調達・輸送を、物資調達班、輸送班に依頼する。 

学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、食料、物資等を受

け取ったときは、避難所自主運営組織、地域住民ボランティア等との協力により避難者に配給する。 

 



＜地震対策編＞ 

第１章 災害応急対策計画 第７節 避難 

36 

３  避難設備の設置 

避難所の生活環境を向上させるため、季節の特性や被災の状況、フェーズに応じて、必要な設備や

備品の整備を行う。特にプライバシーの確保、栄養バランスのとれた適温の食事の提供、衛生・健康

に配慮した環境の維持に努める。学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福

祉支援班は、必要な設備を教育・避難班に要請する。 

教育・避難班は、物資調達班、輸送班、上下水道資材班と連携して、必要な設備を配備する。 

 

■生活環境改善設備・備品の例 

① 畳、マット、カーペット、簡易ベッド 

② 間仕切り用パーティション 

③ 冷暖房機器 

④ 洗濯機・乾燥機、洗濯干し場  

⑤ 仮設風呂・シャワー 

⑥ テレビ・ラジオ 

⑦ 簡易台所、調理用品 

⑧ 感染症対策に必要な物資 

⑨ その他必要な設備・備品 

（参考『避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針』（内閣府 令和６年 12月）） 

 

４ 要配慮者への配慮 

(1) 避難所での配慮 

学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、要配慮者の専用設

備の配置や介護ボランティア（専門ボランティア）支援要請などを行い、できる限り生活に支障とな

らないよう配慮する。  

 

(2) 福祉避難所の開設・運営 

一般の避難所で生活することが困難な要介護高齢者や障害者などを対象に、事前に社会福祉施設等

と協定を締結し、福祉避難所を開設する。 

また、一般避難所から福祉避難所への移送については、避難対象者の家族や避難所運営組織等によ

り行うことを原則とするが、家族の方などでの移送が困難な場合は、地域福祉班は、福祉有償運送事

事業者等との協力体制を整備し、福祉車両等での移送を行う。 

 

５ 避難所等の警備 

学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、避難所自主運営組

織と連携して、避難所内及びその周辺の巡回を行い、避難者等の安全を確保する。 

統括部総括班、広報班及び地域避難所・地区連絡班は、自主防災組織、防犯協会等に対し、避難所及

び被災地における警備・防犯活動への協力要請と広報を行う。 

 

６ 車中泊・在宅避難者等避難者への支援 

指定避難所への避難が原則となるが、やむを得ず、指定避難所以外の車中泊等で生活する避難者に

ついては、避難所運営マニュアルに基づき、自主防災組織や地域の各団体と協力して、避難実態の把

握に努め、食料・物資の提供、保健福祉サービスの提供、情報の提供、エコノミークラス症候群の予

防、避難所への移動など、必要な支援を行う。 
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【資料編】 

避難所一覧（資料１２） 

参照：避難所運営マニュアル 
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第８節 生活支援 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 給水活動 １ 水道施設被害状況の調査 水道施設対策班、浄水管理セン

ター、上下水道資材班 ２  給水活動 

第２ 食料の供給 １  備蓄食料の供給 物資調達班、輸送班、教育・避

難班、ボランティア支援班、人

事班、統括部総括班、物資管理

班、物資受入班、学校避難所・

庶務班、地域避難所・地区連絡班、

一般避難所班、避難福祉支援班 

２ 食料の確保 

３ 食料の供給 

第３ 生活必需品の供給 １ 備蓄品の供給 物資調達班、輸送班、統括部総

括班、物資管理班、学校避難所・

庶務班、地域避難所・地区連絡班、

一般避難所班、避難福祉支援班 

２ 生活必需品の確保 

３ 生活必需品の供給 

第４ 救援物資の供給 １ 物資拠点の設置 物資管理班、物資調達班 

２ 救援物資の受入れ・管理・供給 

 

 第１ 給水活動                      

 

１ 水道施設被害状況の調査 

 水道施設対策班及び浄水管理センター班は、災害が発生したときは、配水池、配水管等の水道施設

の破損等の状況について、調査・確認を行う。 

 

２ 給水活動 

(1) 緊急給水 

水道施設対策班は、救護所、病院等の重要施設に給水車等を用いて優先的に緊急給水を行う。 

 

■優先給水先 

  ① 救護所       ② 災害時救急病院 

  ③ 災害拠点病院    ④ 社会福祉施設 

 

 (2)需要の把握 

 水道施設対策班は、水の供給が停止したときは、給水活動が必要な地域、規模を決定するため、需

要の把握を行う。 

 

■把握する内容 

  ① 断水地区の範囲      ② 断水地区の人口、世帯数 

  ③ 避難所及び避難者数    ④ 給水所の設置場所 
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 (3) 給水活動の準備 

 上下水道資材班及び水道施設対策班は、次のように給水活動の準備を行う。 

  

■給水活動の準備事項 

給水拠点の設定   避難所や医療機関等の重要給水施設 

応急給水計画策定 
 ① 給水方法    ② 給水量    ③ 資器材の準備 

④ 人員配置    ⑤ 広報の内容・方法 

応 援 要 請   日本水道協会福岡県支部、他水道事業者 

給水資器材の確保 

 ① 給水車、水槽積載車が不足するときは、自衛隊、 

日本水道協会福岡県支部、他水道事業体から調達 

 ② 備蓄品（不足するときは事業者から確保） 

 

(4) 給水活動     

給水拠点である避難所では、給水車により住民自らが持参したポリタンクやバケツ等に給水し、配

水管が使用できる場合は、臨時給水装置（４～６栓）による仮給水所を開設する。 

 また、医療機関等では、給水車により貯水槽等へ給水する。 

 なお、復旧に長期を要するときは、応急仮設配管による給水などの措置をとる。 

 

■応急給水の必要量及び用途 

災害発生 

からの日数 
目標水量 

市民の水の 

運搬距離 
主な給水方法 用 途 

災害発生～ 

3日まで 
3 ﾘｯﾄﾙ/人･日 

概ね 

1ｋｍ以内 

耐震貯水槽、 

タンク車 
飲料等（生命維持に最小限必要） 

10日 20 ﾘｯﾄﾙ/人･日 
概ね 

250ｍ以内 

配水幹線付近の 

仮設給水栓 

飲料、水洗トイレ、洗面等（日

周期の生活に最小限必要） 

21日 100 ﾘｯﾄﾙ/人･日 
概ね 

100ｍ以内 

配水支線上の 

仮設給水栓 

飲料、水洗トイレ、洗面、風呂、

シャワー、炊事等（数日周期の

生活に最小限必要） 

28日 
被災前給水量 

(約 250 ﾘｯﾄﾙ/人･日） 

概ね 

10ｍ以内 

仮配管からの 

各戸給水、共用栓 

ほぼ通常の生活（若干の制約は

ある） 

※参照：財団法人 水道技術研究センター「水道の耐震化計画策定指針（案）の解説 

 

 第２ 食料の供給                     

 

１ 備蓄食料の供給 

 地震発生直後は、市の備蓄食料のほか、市民、事業所の備蓄食料を用いる。 

 物資調達班は、災害直後に避難所等へ市の備蓄食料を供給する。輸送班は輸送事業者にその搬送を

依頼する。 

 

２  食料の確保 

(1) 食料供給の対象者 

 食料供給の対象者は、次のとおりである。 
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■食料供給の対象者 

① 避難指示等に基づき避難所に収容された人 

② 住家が被害を受け、炊事の不可能な人 

③  旅行者、市内通過者などで他に食料を得る手段のない人 

④ 施設で調理することができない社会福祉施設等の入所者 

⑤ 災害応急活動従事者
※
 

⑥ 食料供給システムが麻痺し、食料の調達が不可能となった人
※
 

※これらの者は、災害救助法の実費弁償の対象外である。  

 

(2) 需要の把握 

 物資調達班は、避難所等の被災者、災害応急活動従事者等に対して、食料を供給するために必要な

量を把握する。次の各班は、食料等の必要量を把握し、物資調達班に報告する。なお、被災者への対

応については、食物アレルギーや要配慮者への配慮を行う。 

 

■需要の把握 

教育総括班 ・・・ 避難所の被災者等 

人事班   ・・・ 災害応急活動従事者 

 

(3) 食料の確保 

 物資調達班は、上記報告に基づき食品販売事業者及び製造業事業者に食料を発注する。 

 なお、事業者だけでは不足するときは、「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用し、県、中

核市又は県内市町村に対して食料の供給を要請する。 

 

(4) 米穀、乾パン等の調達 

 本部長は、災害の発生に伴い炊き出し等給食に必要な米穀及び乾パンの供給を県に要請する。米穀

等の受領は、県知事の指示に基づき、倉庫の責任者から調達する。なお、手続きは、「米穀の買入れ・

販売等に関する基本要領」による。 

 

３ 食料の供給 

(1) 食料の輸送 

 輸送班は、食料調達事業者が輸送困難なときは、食料の輸送を輸送事業者に要請する。 

 

(2) 食料の分配 

 学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、避難所にて避難所

運営組織、ボランティア等の協力により食料を分配する。また必要に応じて炊き出しを行う。 

 

 第３ 生活必需品の供給                  

 

１ 備蓄品の供給 

 物資調達班は、地震発生直後に避難所へ毛布等の備蓄物資を供給する。輸送班は、輸送事業者にそ

の搬送を要請する。 
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２ 生活必需品の確保 

(1) 生活必需品の対象者 

 生活必需品の対象者は、次のとおりである。本部長は、このうち特に必要と認められる者に支給す

る。 

 

■生活必需品の対象者 

① 災害により住家に被害を受けた人 

 ② 被服、寝具その他生活上必要な物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な人 

 ③ 災害応急活動従事者 

 

■生活必需品の範囲 

① 寝具（毛布、布団） 

 ② 被服（肌着等） 

 ③ 炊事道具（鍋、炊飯用具、包丁等） 

 ④ 食器（茶碗、皿、はし等） 

 ⑤ 保育用品（紙おむつ、ほ乳瓶等） 

 ⑥ 光熱材料（マッチ、ローソク、簡易コンロ等） 

 ⑦ 日用品（石けん、タオル、ちり紙、歯ブラシ、生理用品） 

 ⑧ 衣料品 

 ⑨ その他 

 

(2) 需要の把握 

 生活必需品の必要量の把握は、食料と同様に行い、物資調達班が総括する。なお、男女のニーズの

違い、要配慮者への配慮を行う。 

 

(3) 生活必需品の調達 

 物資調達班は、販売事業者に生活必需品を発注する。なお、事業者だけでは不足するときは、統括

部総括班が「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用し、県、中核市、日赤福岡県支部又は県内

市町村に対して物資の供給を要請する。 

 

３ 生活必需品の供給 

(1) 生活必需品の輸送 

 輸送班は、物資調達事業者が輸送困難なときは、生活必需品の輸送を輸送事業者に要請する。 

 

(2) 生活必需品の保管 

 調達した生活必需品の保管が必要なときは、物資管理班が公共施設等に保管する。 

 

(3) 生活必需品の分配 

 学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班は、各避難所等を配給

場所として、避難所自主運営組織、ボランティア等の協力のもとに分配する。 
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 第４ 救援物資の供給                    

 

１  物資拠点の設置 

 物資管理班は、救援物資を保管・管理するために、集積拠点を開設する。 

 

２ 救援物資の受入れ・管理・供給 

 物資管理班は、ボランティア等の協力により、物資を受入れ、在庫を管理する。物資供給の請求が

あった場合は、物資調達班を通じて供給する。 

 

 

【資料編】 

「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（抜粋）」（資料３１） 
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第９節 交通対策 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 交通対策 １ 交通情報の収集 情報収集班、道路施設管理者 

２ 交通規制 

第２ 交通施設の応急対

策 

１ 道路施設・橋梁 技術班、衛生建設産業班、九州

旅客鉄道株式会社、 西日本鉄道

株式会社 

２ 鉄道施設 

 

 第１ 交通対策                      

 

１ 交通情報の収集 

 情報収集班は、警察署及び道路管理者と連絡を取り、交通情報の収集、整理を行う。 

 

■収集する交通情報 

 ① 主要道路、橋梁等の被害状況及び復旧の見通し 

 ② 交通規制の実施状況（道路施設名、区間、迂回路等） 

 ③ 特に危険と認められた道路施設及び橋梁の位置 

 ④ その他必要な事項 

 

２ 交通規制 

  警察署又は道路管理者は、応急対策上重要な路線等について交通規制を実施する。 

 道路等の各施設管理者は、市管理の道路施設が、陥没、路肩崩壊、土砂災害等により危険なとき、

又は緊急輸送のため必要なときは、通行禁止又は制限等の措置をとる。 

 

■交通規制等の実施者と内容 

実施機関 交 通 規 制 を 行 う 状 況 及 び 内 容 根 拠 法 令 

公安委員会 

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る必要があると認

めるとき、交通整理、通行の禁止、その他交通規制をすることができる。 
道路交通法第 4条 

県内又は近接県の地域にかかる災害が発生又はまさに 発生しようとしてい

る場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要

があると認めるとき、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限する

ことができる。 

災害対策基本法 

第 76条 

警察署長 
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑 を図る必要があると

認めるとき、交通整理、通行の禁止、その他交通規制をすることができる。 

道路交通法 

第5条又は第114条の3 

警察官 

道路の損壊、交通事故の発生、その他の事情により、道路において交通の危

険又は交通の混雑が生じるおそれがあり、道路における危険を防止し、その

他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるとき、必要な限度にお

いて、車両通行禁止、若しくは制限、後退させることができる。 

道路交通法 

第６条又は第 75条の 3 

通行禁止区域等において、車両その他の物件が、緊急通行車両の通行の妨害

となることにより、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがある

と認めるときは、当該車両その他の物件の移動、その他必要な措置を命ず

ることができる。 

災害対策基本法 

第 76条の 3 

第 1項及び第 2項 
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自衛官・ 

消防吏員 

警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、災害対策基

本法第76条の３に定められた職務を行うことができる。 

災害対策基本法 

第 76条の 3 

第 3項及び第 4項 

道路管理者 

道路の破損、欠損、その他の理由により通行が危険であると認められる場合、

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の

通行の禁止又は制限を行うことができる。 

道路法第 46条 

 

 第２ 交通施設の応急対策                 

 

１ 道路施設・橋梁 

 地震が発生した場合、道路等の各施設管理者等は、所管の道路施設、橋梁について被害状況を把握

し、道路啓開により緊急車両の通行の確保に努める。また、緊急輸送道路を最優先に、道路交通の確

保を図る。 

 道路等の各施設管理者は、市所管道路施設について、警察署と連携して通行の禁止又は制限等の措

置などを講じるとともに、被災道路施設、橋梁について、応急措置を行う。 

 

(1) 被災状況の把握 

 道路等の各施設管理者は、地震が発生したときは、所管道路施設の巡回、緊急点検を行い、道路施

設及び占用の被災状況を把握する。 

 

(2) 道路施設上の障害物の除去 

 道路等の各施設管理者は、路肩の崩壊、がけ崩れ、倒壊物等により通行に支障がある場合は、土木・

建設組合等に出動を要請して障害物の除去を行い、迅速に通行可能にする。また、危険箇所には道路

標識や警戒要員を配置するなどの措置をとる。 

なお、道路施設上の障害物の除去は、緊急輸送等に必要な路線を優先して行う。 

 

(3) 道路施設・橋梁の復旧対策 

 道路等の各施設管理者は、緊急巡回、緊急点検によって得られた情報を整理検討のうえ、応急復旧

の方針を決定し、応急復旧を行う。 

 

２ 鉄道施設 

(1) 九州旅客鉄道株式会社 

① 災害時の運転規制 

災害発生時における列車の運転規制については、「防災規程」、「運転取扱実施基準」、「気象

異常時運転規制手続（規程）」、「新幹線運転取扱実施基準」、「運転事故並びに災害応急処理標

準」、「防災業務実施計画」に基づき対処する。 

② 災害時の代替輸送方法 

他社に代行輸送を依頼する。 

③ 災害対策本部の設置 

災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合の応急・復旧処理、救護等については、「運転

事故並びに災害応急処理標準」により、本社に対策本部を、現場には復旧現場本部を設置し、応援

要請、救護、輸送、復旧、調査、情報の発表等の指揮その他の業務を行う。 
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④ 連絡通報体制 

災害発生時における連絡通報は、「運転事故並びに災害応急処理標準」に定める連絡体系により

連絡施設を有効活用し、正確・迅速を期す。 

⑤ 応急措置（案内広報など） 

関係駅長及び関係列車の乗務員は、輸送指令及び運転士と連絡を密にし、事故の状況、復旧の見

込、接続関係などの情報を旅客に案内し、旅客の不安感を除去する。 

⑥ 応急復旧体制 

復旧現場本部は、対策本部と密接な連絡をとり、正確な状況把握を行い、復旧計画、資材の輸送

計画、機材の借り入れ手配、復旧要員の手配等を策定し、速やかな復旧を図る。 

 

(2) 西日本鉄道株式会社 

① 災害時の列車の運転規制 

災害発生時における列車の運行規制については、「運転実施基準」「緊急時の救急体制要綱」「自

然災害対策」「気象警戒要領」に基づき対処する。 

② 災害時の代替輸送方法 

列車の運転停止が長時間にわたると認められるときは、当社バスグループ会社によるバスでの代

替輸送を実施する。 

③ 部内対策本部及び現地対策本部の設置 

災害発生時には「緊急時の救急体制要綱」に定める部内対策本部及び現地対策本部の設置基準に

従い、本部を設置し、必要に応じて、情報の収集、調査連絡、広報等の活動を行う。 

④ 連絡通報体制 

災害発生時においては「緊急時の救急体制要綱」に定める連絡系統により、速やかに関係各所に

連絡をとる。 

⑤ 応急措置（案内広報など） 

本社関係部署と現業各区所とは連絡を緊密にし、災害の状況、復旧作業の状態を把握し、復旧予

定時刻、作業状況を逐次、広報担当へ連絡する。 

また、広報担当は各報道機関の随時放送を利用し事故状況の情報を提供し広報する。さらに、各

管理駅、乗務所、営業所を通じ、駅構内の放送施設及び車内放送を利用し、事故の情報（不通区間、

乗換駅、代替輸送など）を放送し、旅客の案内誘導を行い、混乱の発生を防止する。 

⑥ 応急復旧体制 

「緊急時の救急体制要綱」の定めに応じて、情報の収集及び報告を行い、事象の拡大防止、速やかな

復旧を図る。 
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第１０節 緊急輸送 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 緊急輸送体制の確

立 

１ 緊急通行車両の確認 車両班、技術班、衛生環境産業

班、統括部総括班、情報収集班 ２  緊急輸送路の確保 

第２ 緊急輸送 １ 車両・燃料の確保 車両班、輸送班、総合支所総括

班 ２ その他の輸送手段の確保 

３ 緊急輸送 

 

 第１ 緊急輸送体制の確立                 

 

１  緊急通行車両の確認 

  県知事又は県公安委員会は、基本法第 76条に基づく通行の禁止又は制限を行った場合、緊急輸送の

ための車両の使用者からの申出により、基本法施行令第 33条第 2項の規定により緊急通行車両の確認

（証明書及び標章の交付）を行う。 

 

(1）申請手続き 

 車両班は、災害対策に使用する車両について、「緊急通行車両確認申請書」を県知事又は県公安委

員会に提出する。県知事又は県公安委員会は、緊急通行車両であることを確認したときは、標章及び

確認証明書を交付する。 

 交付された標章は、運転者席の反対側（助手席）の内側ウインドウガラス上部の前面から見やすい

箇所に貼付し、証明書は、当該車両に備えつける。 

 

■申請書提出先 

県 防災危機管理局、朝倉農林事務所（両筑地方本部） 

県公安委員会  県警察本部交通部交通規制課 

 

２ 緊急輸送路の確保 

(1) 緊急輸送路の確保 

 技術班及び衛生建設産業班は、道路管理者と連携を図り、緊急輸送道路となる道路の状況を点検し、

交通規制、応急復旧などを行い通行を確保する。 

 また、統括部総括班及び情報収集班は、道路の通行禁止、制限等緊急輸送道路における状況につい

て、警察署と密接な連絡をとる。 

 

(2) 交通規制対象道路の指定 

 県は、災害発生時の被害者の救援、緊急物資の輸送への対処を目的として、県内の国道、主要地方

道等を交通規制対象道路として指定する。 
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 第２ 緊急輸送                      

 

１ 車両・燃料の確保 

(1) 市有車両の確保・配車 

  車両班及び総合支所総括班は、市有車両その他の車両を管理し、各班からの配車要請に基づいて配

車を行う。 

 

(2) 車両の確保 

 車両班及び総合支所総括班は、市有車両では不足する場合又は市有車両では輸送できない場合は、

輸送事業者等からトラック、バス等を調達する。 

  

(3) 燃料の確保 

  車両班及び総合支所総括班は、市有車両、応援車両等、すべての車両に必要な燃料を燃料販売事業

者から調達する。 

 

２ その他の輸送手段の確保 

(1) 鉄道の輸送 

 輸送班は、自動車による輸送が不可能な場合又は広域輸送が必要な場合は、九州旅客鉄道株式会社

及び西日本鉄道株式会社に鉄道による輸送を要請する。 

 

(2) 航空輸送 

 災害による交通の途絶又は緊急的な輸送を必要とする場合は、県を通じてヘリコプターによる輸送

を要請する。 

 その場合、自衛隊等と連携して臨時ヘリポートを開設する。 

 

(3) 船舶、舟艇等による輸送 

陸上交通による輸送が困難な状況にあるか、または途絶した場合は、河川を利用した輸送を行う。 

 

■船着場 

地区名 船着場名 

東櫛原地区 東櫛原船着場 

宮ノ陣地区 宮ノ陣船着場 

合川地区 くるめウス船着場 

宮ノ陣・北野地区 大刀洗水門船着場 

 

３ 緊急輸送 

(1) 緊急輸送の範囲 

 市及び防災関係機関が実施する緊急輸送の対象は、次のとおりとする。 
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■緊急輸送の範囲 

第１段階 

① 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

② 消防、水防活動等の災害の拡大防止のための人員、物資 

③ 初動の応急対策に必要な人員、物資 

④ 後方医療機関へ搬送する傷病者等 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員、物資 

第２段階 

 上記に加え 

① 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

② 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

③ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員、物資 

第３段階 

 上記に加え 

① 災害復旧に必要な人員、物資 

② 生活必需品 

 

(2) 緊急輸送の手配 

 輸送班は、各班からの輸送要請に基づき、輸送事業者等と連絡調整を行い、人員、物資等の輸送の

手配を行う。 

 

 

【資料編】 

臨時ヘリポート一覧（資料８） 

緊急通行車両等の事前届出方法（資料編９） 

緊急輸送ネットワーク一覧（資料３２） 
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第１１節 建物対策 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 被災建築物の応急

危険度判定 

１ 応急危険度判定の準備 住宅班 

２ 応急危険度判定の実施 

第２ 被災建築物の解体・撤去 住宅班、建設課、廃棄物指導課 

第３ 被災宅地の危険度判定 住宅班 

第４ 応急仮設住宅等の

設置 

１ 住宅の応急修理 住宅班、地域福祉班、建築指導

課 ２ 入居者の選考 

３ 応急修繕工事等の支援 

第５ 住宅の応急修理 

１ 住宅の応急修理 

２ 対象者の選考 

３ 応急修繕工事等の支援 

 

 第１ 被災建築物の応急危険度判定              

 

１ 応急危険度判定の準備 

(1) 応急危険度判定士の確保 

 建築指導課は、県及び建築士会等関係団体の協力を得て、次の方法により応急危険度判定の有資格

者を確保する。 

 

■判定士確保の方法 

 ① 県、他市町村への要請 

 ② 市内の建築士会等関係団体への要請 

 ③ 専門ボランティアの募集 

 

(2) 応急危険度判定実施本部の設置 

 建築指導課は、市役所に応急危険度判定実施本部等を設置し、以下の準備を行う。 

 

■危険度判定の準備事項 

 ① 担当区域の分担 

 ② 判定基準等のマニュアルの準備 

 ③ 判定結果を表示する用紙の準備 

 ④ 実施方法等の説明会の実施 

 

２ 応急危険度判定の実施 

 判定は、2 人以上のチームで目視点検により行う。判定の結果は、「立入り禁止」「要注意」「調

査済」に区分し、建物の入り口に判定結果を色紙で表示する。 
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 なお、判定は、避難所等になっている公共建物を優先的に行う。 

 

■応急危険度判定の実施要領 

① 判定は、「震災建築物等の被災度判定基準及び復旧技術指針」〔(財)日本建築防災協会〕に従い、 

② 判定の結果は３段階で、３色の判定ステッカーに対処方法を記載し、建物の見やすい場所に貼りつける。 

③ 判定の内容は次のとおりである。 

 危 険 

（赤 色） 

建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が高い場合であり、使用及び立ち入り

ができない。 

 

要注意 

（黄 色） 

建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意することにより、立ち入りが可能

である。 

調査済 

（緑 色） 
建築物の損傷が少ない場合である。 

 

 

 第２ 被災建築物の解体・撤去               

 

被災建物の解体は原則として所有者の責任において行う。ただし、大規模災害などにおいて特例措

置として公費負担による解体を行う場合もあり、それらの手続きについては、国及び県の方針に従い

実施する。 

 

 第３ 被災宅地の危険度判定                

 

市は、被災した宅地の余震等による二次災害を防止し、市民の安全を図るために被災宅地の危険度

判定を行う。 

都市計画課は、県等を通じて危険度判定士の有資格者に要請して実施する。 

また、判定に使用する地図や立入禁止の柵、表示等を準備し、危険と判断された箇所に設置する。 

 

 第４ 応急仮設住宅等の設置                

 

救助法が適用され知事より救助事務を委任された場合、又は救助法が適用されない場合でも多数の

住家被害が発生した場合は、市が被災者に対して公営住宅又は民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住

宅を供与する。また、小規模な災害で住家を失った被災者が発生した場合を含め、状況に応じて市営

住宅等の既存施設を応急仮設住宅として提供する。 

救助法が適用された場合は、県が建設型応急住宅を被災者に対して供与する。 

 

１ 応急仮設住宅の建設等 

(1) 需要の把握 

市営住宅課は、災害後に被害調査の結果から応急仮設住宅の必要数を把握する。 

また、災害相談窓口又は避難所にて、応急仮設住宅入居の申し込みを受付けける。 

 

(2) 公営住宅及び賃貸型応急仮設住宅の確保 

市営住宅課と住宅政策課は、住宅を失った被災者に対して、公営住宅又は賃貸型応急住宅の空室を
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必要数確保する。 

 

(3) 建設型応急仮設住宅設置の方法 

公営住宅又は賃貸型応急仮設住宅で対応ができない場合、市が事前に選定した建設用地に、県の基

準により建設型応急住宅を設置する。 

県および市は、建設型応急住宅の提供可能戸数などを把握する。 

 

(4) その他の措置 

応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内に概ね 50 戸以上設置した場合は、居住者の集会等

に利用するための施設を設置でき、50戸未満の場合でも戸数に応じた小規模な施設を設置できる。 

 

２ 入居者の選考 

(1) 対象者 

応急仮設住宅への入居対象者は、住宅が全焼、全壊又は流失し居住する住宅がなく、自らの資力で

は住宅を確保することができない者とする。 

 

(2) 対象者の選考 

市営住宅課は、地域福祉班と連携して、対象者の選考委員会を組織して、自主防災組織代表者等の

意見等を聴取し、被災者の資力、その他条件等を十分考慮して入居者の選考を行う。 

 

３ 管理 

市営住宅課は、救助法の規定により、県の補助として業務委託契約を締結したうえで、応急仮設住

宅の管理を実施する。 

 

 第５ 住宅の応急修理                    

 

 市は、救助法が適用された場合に、被災住宅についての応急修理を実施する。 

１ 住宅の応急修理  

(1) 需要の把握 

 住宅政策課は、相談窓口にて、住宅の応急修理の申し込みを受け付ける。 

 

(2) 応急修理 

住宅政策課及び建築指導課は、応急修理を行う。住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、

ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことができな

い部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施する。 

 

２ 対象者の選考 

(1) 対象者 

住宅の応急修理の対象者は、次の全ての条件に該当する者である。 
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■応急修理の対象者 

① 住宅の被害の拡大を防止するための緊急修理 

災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住

家の被害が拡大するおそれがある者 

 

② 日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理

をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半

壊した者 

  

(2) 対象者の選考 

 対象者の選考は、応急仮設住宅の対象者と同様に行う。 

 

３ 応急修繕工事等の支援 

(1) 建築確認等の制限の緩和 

 建築指導課は、建築基準法第 85条に基づき、被災区域等における建築物の応急修繕工事等を行うも

のについての法定基準や建築確認等の制限を緩和することにより、応急仮設住宅建設・応急修理等の

支援を行う。 

 

(2) 建築確認申請手数料の減免等 

 建築指導課は、災害により住宅等を滅失若しくは破損したとき、これを建築若しくは大規模の修繕

をする場合、建築確認申請手数料を免除あるいは減免する。 
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第１２節 防疫・清掃 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 防疫活動 １ 疫学調査・健康診断 医療救護班、環境班、衛生建設

産業班、学校避難所・庶務班、地

域避難所・地区連絡班、一般避難

所班、避難福祉支援班 

２  防疫活動 

３  避難所における衛生管理 

４ 食品衛生対策 

第２ し尿の処理 １ 仮設トイレの設置 上下水道資材班、浄化センター

班 ２ し尿の処理 

第３ 清掃 １  ごみの処理 清掃班、衛生建設産業班 

２ 災害廃棄物の処理 

第４ 障害物の除去 １ 河川関係の障害物の除去 技術班、衛生建設産業班、河川

等の各施設管理者、道路等の各

施設管理者 

２ 道路施設上の障害物の除去 

３ 住宅関係の障害物の除去 

第５ 動物対策 １ 死亡獣畜の処理 医療救護班、農林業被害対策班、

清掃班、衛生建設産業班 ２ 家庭動物等への対応 

３ 避難・保護動物への対応 

 

 第１ 防疫活動                      

 

１ 疫学調査・健康診断 

(1) 疫学調査・健康診断 

疫学調査は、医療救護班等から疫学調査班を編成し実施するが、被害の状況によっては、医師会に

疫学調査班の編成を要請し、協力して疫学検査を実施する。 

疫学調査の結果、感染症等のまん延のおそれがある場合は、避難所等において健康診断を実施する。 

また、必要がある場合は、予防接種を実施する。 

 

■疫学調査班の編成 

 医     師     １名 

 保 健 師    ２～３名 

 事     務   １～２名 

 

(2) 感染症患者への措置 

 医療救護班は、感染症患者又は無症状病原体保有者が発生したときは、必要な措置を実施する。 

 

２ 防疫活動 

(1) 防疫業務の実施 

 医療救護班は、関係各班、関係機関と協力し、次の防疫事務を実施する。 
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■災害防疫業務 

① 感染症予防対策に関する広報活動の強化 

② 消毒の施行及び方法の周知 

③ ねずみ族、昆虫等の駆除 

④ 生活用水の使用制限及び供給等 

⑤ 指定避難所の衛生管理及び防疫指導 

⑥ 臨時予防接種の実施 

 

(2) 防疫班の編成 

 医療救護班、環境班及び衛生建設産業班は、防疫活動実施のための防疫班を編成し、防疫活動を実

施する。被災状況によって、衛生事業者に委託し、防疫班を複数編成する。不足する場合は、県に応

援を要請する。 

 

■防疫班の編成 

 衛生技術者（班長）   １名 

 作  業  員   ２～３名 

 事     務     １名 

  

(3) 防疫用資機材・薬品の調達 

 医療庶務班、環境班及び衛生建設産業班は、防疫用資機材・薬品を事業者から調達する。 

 

(4) 消毒方法の実施 

 医療救護班、環境班及び衛生建設産業班は、災害により感染症が発生し又は発生のおそれのある地

域に消毒を行う。また、自治会を通じて薬品を配布する。 

 

３ 避難所における衛生管理 

  医療救護班、環境班及び衛生建設産業班は、学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避

難所班、避難福祉支援班、避難所自主運営組織、地域住民ボランティア等と協力して、感染症の早期発

見に努めるとともに、避難所の衛生管理を行うよう指導する。 

 

■避難所の衛生指導 

 ① トイレの清掃・消毒     ② 避難所居住スペースの清掃 

 ③ ごみ置き場の清掃・消毒   ④ 手洗い、うがい等の励行 

 ⑤ 食品・生活用水の衛生管理 

 

４ 食品衛生対策 

 環境班は、被災者へ供給する飲料水の水質検査を実施し、必要がある場合は消毒を実施する。 

医療救護班、環境班及び物資調達班は、被災者等へ供給する飲料水、食品、炊き出し施設等の衛生

を確保するよう関係団体等に要請する。 

 



＜地震対策編＞ 

第１章 災害応急対策計画 第12節 防疫・清掃 

55 

 第２ し尿の処理                     

 

１ 仮設トイレの設置 

上下水道資材班は、避難者数等に応じて仮設トイレを避難所に設置する。市の調達で不足する場合

は、県等を通じて仮設トイレを確保する。仮設トイレが設置されるまでの間は、市で備蓄する簡易ト

イレによって対応できるよう必要数の確保に努める。 

 

２ し尿の処理 

浄化センター班は、仮設トイレ等のし尿の収集・処理計画を作成し、許可事業者等に収集を要請す

る。し尿収集・処理が困難な場合は、「災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協

定」に基づき要請する。 

 

 第３ 清掃                        

 

 災害により大量の廃棄物やごみが発生した場合、環境部庁舎に災害廃棄物対策本部（本部長：環境

部長）を設置し清掃班及び衛生建設産業班は「久留米市災害廃棄物処理計画」に基づき、環境部庁舎

及び各総合支所を拠点施設として、次のとおり、迅速かつ適正な処理を行う。 

 

１ ごみの処理 

(1) 収集・処理の基本方針 

 市民の在宅している世帯及び避難所から発生する可燃ごみを優先的に収集・処理する。粗大ごみや

資源物回収については可燃ごみを優先するために状況によっては一時的に中止する。ごみは通常と同

じように分別を徹底し、種類ごとに収集を行い、リサイクルの方針にあわせて処理を行う。また、避

難所でも、一般のごみと同じように分別を行い収集する。 

 

(2) 収集・処理の実施 

 被災状況などから推定されるごみの推計発生量をもとに、ごみ処理能力、収集車両、人員の確保や

支援の必要性を明確にし、ごみ収集計画及び処理計画を見直す。これをもとに、必要な体制を速やか

に確保し、ごみの収集・処理を行う。 

また、ごみの発生量が多い場所などでは仮集積所の設置についても考慮する。 

 

(3) 収集の広報 

IP無線、広報車両、テレビ・ラジオ、広報紙、市ホームページ、各種 SNS 等でごみ収集に関する

広報やごみ排出のルールを守るよう呼びかける。また、市民からのごみに関する相談や・苦情を受け

付ける。 

 

■広報の内容 

 

 

① ごみの排出方法 

② ごみ収集体制の変更内容 

③ 排出場所・仮集積所・仮保管場所の周知 
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２ 災害廃棄物の処理 

地震により生じたがれき等の災害廃棄物の量を推計し、必要な運搬・処理体制を検討し災害廃棄物

処理実行計画を見直す。仮保管場所を確保し、収集した災害廃棄物を受け入れ、分別、再利用・再資

源化を進め、適切な方法で処理する。必要に応じ、事前に災害廃棄物処理実行計画で定めた候補地か

ら選定し仮集積所を開設する。 

また、アスベスト等有害な廃棄物については、汚染物質の発生を防ぎ、適正な処理対策を行う。 

 

 第４ 障害物の除去                     

 

１ 河川関係の障害物の除去 

(1) 除去の対象 

河川等の各施設管理者は、河川、排水路等の巡視を行うとともに、災害によって発生した障害物を

除去する。 

 

(2) 除去の方法 

河川等の各施設管理者は、市所有の資機材又は土木・建設組合等に応援を要請して障害物を除去す

る。 

なお、他の所有者の敷地内で作業を行う必要があるときは、可能な限り所有者の同意を得る。除去

した障害物は、一次集積場所に集積し、廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区分する。 

 

２ 道路施設上の障害物の除去 

 道路等の各施設管理者は、市管理の道路施設の巡視を行い、交通に支障を及ぼしている障害物を除

去する。 

 また、市管理道路以外でも、交通に著しい障害がある場合は、緊急的に障害物を除去する。除去の

方法は、河川関係の障害物の除去と同様に行う。 

 

３ 住宅関係の障害物の除去 

 公益上重大な支障がある場合に限り、二次災害を防ぐため、住居又はその周辺に運ばれた土砂、材

木などの障害物を除去する。除去の方法は、河川関係の障害物の除去と同様に行う。 

 

 第５ 動物対策                       

 

１ 死亡獣畜の処理 

 農林業被害対策班及び衛生建設産業班は、家畜・家禽等が逃げ出した場合は、飼養者・警察等と連

携して必要な措置を講ずる。死亡した家畜・家禽等については、医療救護班の指導により、清掃班及

び関係団体と連携して処理を含めた適切な措置を講ずる。 
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２ 家庭動物への対応 

医療救護班は、清掃班、農林業被害対策班及び衛生建設産業班と連携して、飼い主の被災により逃

げ出したペット等を保護する。特に危険動物が逃げだした場合は、人的危害を防止するため、飼養者、

警察等と連携して必要な措置を講ずる。 

また、死亡したペット等については、清掃班と連携して適切な措置を講ずる。 

 

３ 避難・保護動物への対応 

医療救護班は、避難した動物の適正な飼育について指導を行うなど、避難所の生活環境の悪化の防

止と動物の飼育環境の維持に努める。 

また、獣医師会、動物愛護ボランティア・NPO 等の協力により、避難・保護した動物の治療や一時保

管を行う。 
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第１３節 行方不明者の捜索・遺体の処置 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 行方不明者の捜索 １ 行方不明者情報の収集 市民支援班、消防団班、避難福

祉支援班、消防本部 ２  捜索活動 

３  被災した可能性がある住民の安

否確認 

第２ 遺体の処置 １ 遺体の処置 市民支援班、医療救護班、環境

班、避難福祉支援班 ２ 遺体の安置 

第３ 遺体の埋火葬 １ 遺体の埋火葬 市民課、各市民センター、各市

民福祉課、環境班 ２ 遺骨の保管 

 

 第１ 行方不明者の捜索                  

 

１ 行方不明者情報の収集 

  市民支援班及び避難福祉支援班は、相談窓口・避難所等で受付けた捜索願い及び被災現場等での情

報を収集し、災害による行方不明者（周囲の事情により死亡していると推定される者を含む）のリス

トを作成する。行方不明者のリストは、警察署に提出し、連携をとる。また、行方不明者のリストは

「福岡県災害時における人的被害の公表要領」に基づき、県へ報告する。 

 

２  捜索活動 

 消防団班及び消防本部は、捜索隊を編成し、行方不明者リストに基づき捜索活動を行う。 

また、警察署、自衛隊等と協力して捜索活動を実施する。行方不明者を発見し、すでに死亡してい

ると認められるときは、警察署に連絡し警察官の検視（見分）を受ける。 

 

３ 被災した可能性がある住民の安否確認 

 消防団班及び消防本部は、捜索隊を編成し、警察署と協力して被災した可能性がある住民の安否確

認を行う。 

 情報収集班及び市民支援班、避難福祉支援班は、警察署の求めに応じて、災害発生地区に居住して

おり被災した可能性がある住民の名簿を提供する。 

 

 第２ 遺体の処置                      

 

 救助法が適用された場合は、県知事又は県知事の委任を受けた市長が警察機関、消防機関及びその

他の機関等の協力を得て実施する。 
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１ 遺体の処置 

(1) 遺体の検視（見分） 

 警察署は、死体取扱規則に基づき遺体の検視（見分）を行い、検視（見分）終了後に遺族に引き渡

す。遺体の受取人がない場合は、検視調書を添えて市に引き渡す。 

 

(2)身元の確認 

  市民支援班及び避難福祉支援班は、警察署と協力して身元不明者の特徴等をまとめ、問い合わせ等

に対応する。 

 また、警察署は、身元不明者の所持品、着衣、人相、特徴等を写真に収め、関係方面に手配すると

ともに写真の掲示、縦覧などを行って早期に確認できるよう協力する。 

 

(3) 遺体の処置 

 市に引き渡された遺体は、医師による検案等の処理を行う。医療救護班は、遺体の処置について、

医師会等の指導のもと、適正に処置するものとする。 

 

■遺体の処置 

① 遺体の洗浄、縫合消毒等の処置 遺体識別のための洗浄、縫合、消毒等の措置 

② 遺体の一時保存 
身元が識別されない遺体又は短期日の間に埋葬することが困難な

場合には、そのまま一時保存する。 

③ 検案 遺体の死因その他の医学的検査をする。 

 

(4) 漂着遺体等の取り扱い 

 漂着遺体等は、次のように処置する。 

 ① 遺体の身元が判明している場合は、その遺族又は被災地の市町村長に引き渡す。 

② 遺体の身元が判明しない場合は、市が行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定により処置する。  

ただし、救助法が適用された市町村から漂着したものであると推定される場合は、被災地の市町村

に引き渡す。なお、遺品の保管、遺体の撮影記録を保存する。 

 

２ 遺体の安置 

(1) 遺体安置所の設置 

 環境班は、被災地に近い公共施設に遺体安置所を開設し、処置した遺体を遺体安置所に搬送する。

身元が判明した遺体は、遺族に引き渡す。 

 

(2) 納棺用品等の調達 

 環境班は、葬儀事業者にドライアイス、納棺用品等の供給及び遺体の納棺等を要請する。 

 

 第３ 遺体の埋火葬                    

 

１ 遺体の埋火葬 

(1) 火葬の許可 

 市民課、各市民センター及び各市民福祉課は、死亡届を受理した場合は遅滞なく火葬許可書を発行
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する。 

 

(2) 火葬 

 環境班は、遺体を遺体処理施設にて火葬する。遺体が多数のため、市内の施設では処理できないと

きは、近隣の火葬場又は協定締結市町村に火葬を依頼する。 

また、遺族では遺体の搬送が困難なときは、葬儀事業者等に協力を要請する。 

 

２ 遺骨の保管 

 環境班は、引取り手のない遺骨等を遺留品とともに保管する。引取り手がないときは、市が指定し

た墓地等に埋葬する。 
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第１４節 災害ボランティア等の体制 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ NPO・災害ボランテ

ィアの受入れ 

１ 災害ボランティアセンターの設

置・運営等 

統括部統括班、ボランティア支

援班、社会福祉協議会 

２ 災害ボランティアセンターの閉

鎖 

第２ 災害ボランティア

活動への支援 

１ 災害ボランティアニーズの収

集・把握 

統括部統括班、人事班、ボラン

ティア支援班、社会福祉協議会、

調査班、情報収集班、物資調達

班、輸送班、物資管理班  

２ 災害ボランティアセンターへの

運営支援 

３ 災害ボランティアセンターの活

動内容 

 

 第１ NPO・災害ボランティアの受入れ           

 

１  災害ボランティアセンターの設置・運営等 

（1）災害ボランティアセンターの設置 

本部長は、地震又は風水害等による災害が発生し、久留米市災害対策本部が設置された場合で、

NPO・ボランティアによる災害応急対策活動を実施する必要があると判断した場合、「久留米市災害

ボランティアセンターの設置・運営に関する協定」に基づき、社会福祉協議会に災害ボランティア

センター設置・運営を要請する。 

社会福祉協議会は、本部長からの設置・運営要請を受け、市や関係機関の協力のもと、災害ボラ

ンティアセンターを設置する。 

なお、設置場所は、原則、久留米市社会福祉協議会（本所）とする。 

 

（2）災害ボランティアセンターの運営 

災害ボランティアセンターの運営に関する市と社会福祉協議会の役割分担は、概ね次のとおりと

する。 

 

【市の役割】 

 ① 災害ボランティア活動に関する総合調整及び環境整備 

 ② 被災者及び活動者のボランティアニーズ把握（共通） 

 ③ 防災関係機関との協議調整 

 ④ 市民活動サポートセンターや NPO・ボランティア団体との連絡、協議・調整 

 ⑤ 地域コミュニティ組織や民生委員児童委員協議会等との連絡、協議・調整 

 ⑥ 企業からの物資提供等に関する調整 
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【社会福祉協議会の役割】 

 ① 災害ボランティアの募集及び受付 

 ② 被災者及び災害ボランティア活動者のニーズ把握（共通） 

 ③ 災害ボランティア活動の把握・調整 

④ NPO・ボランティア団体との連絡、協議・調整（共通） 

 ⑤ 県社会福祉協議会、校区社会福祉協議会との連絡、協議・調整 

 ⑥ 日本赤十字社からの救援物資の配布 

 ⑦ 災害ボランティアセンター開設及び災害ボランティア募集に係る広報 

 

（3）災害ボランティアセンター活動の対象 

災害ボランティアセンターの活動の対象は、原則として、次のとおりとする。 

① 地震・風水害等の被害により、生活環境の回復が急務であると判断される世帯 

② 災害復旧の対応が困難な世帯 

 

２ 災害ボランティアセンターの閉鎖 

本部長は、被災者からのボランティアニーズの状況等を踏まえ、社会福祉協議会と協議の上、災害

ボランティアセンター閉鎖の判断を行う。 

 

 第２ 災害ボランティア活動への支援             

 

１ 災害ボランティアニーズの収集・把握 

ボランティア支援班及び社会福祉協議会は、被災者の生活環境の回復を早期に進めるため、速やか

なボランティアニーズの収集・把握に努める。 

ボランティア支援班は、調査班、情報収集班と連携し、被災者支援のために収集・把握した災害情

報について、災害ボランティア活動への活用を図るために、社会福祉協議会へ提供する。 

なお、社会福祉協議会から災害対策本部会議へオブザーバーとして参加することができる。 

 

２ 災害ボランティアセンターへの運営支援 

本部長は、災害ボランティアセンターへの職員の派遣や災害ボランティア活動に必要な経費の負担

など、災害ボランティアセンターが円滑に運営できるよう、支援を行う。 

ボランティア支援班は、災害ボランティアセンターの運営に必要な人材及び資機材の把握・調整を

行い、人事班及び物資調達班に手配を要請する。 

 

３ 災害ボランティアセンターの活動内容 

災害ボランティアセンター及びボランティア支援班は、NPO・NGO等のボランティア団体等と情報を

共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携の取れた支援活動

を展開するよう努める。 
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■災害ボランティアセンターの活動分野 

活    動    内    容 

（１）被災者家屋等の清掃活動 

（２）現地災害ボランティアセンター運営の補助 

（３）その他危険を伴わない軽作業 

 

専門的な知識を有する業務に対するボランティア（専門ボランティア）については、ボランティア

支援班と応急復旧を実施する各対策部において、災害ボランティアの活動調整を行う。
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第１５節 避難行動要支援者等対策 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 在宅の避難行動要

支援者への対応 

１ 在宅の避難行動要支援者への福

祉的支援 

地域福祉班、避難福祉支援班、

住宅班、学校避難所・庶務班、地

域避難所・地区連絡班、一般避難

所班、医療救護班 

２ 避難所等での福祉的支援 

３ 福祉仮設住宅の供給 

第２ 社会福祉施設入所

者等への対策 

１ 災害発生時の安全確保 地域福祉班、避難福祉支援班 

２ 施設における生活の確保 

３ 災害危険区域に立地する要配慮

者利用施設における避難措置 

 

 第１ 在宅の避難行動要支援者への対応           

 

１ 在宅の避難行動要支援者への福祉的支援 

(1) 情報の把握 

地域福祉班及び避難福祉支援班は、自治会、自主防災組織及び福祉関係団体等と協力して、浸水や

土砂災害等の災害発生地区の在宅の避難行動要支援者の情報の把握を行う。 

 

(2) 安否・所在の確認 

地域福祉班及び避難福祉支援班は避難状況を見て、住民組織、福祉関係団体、民生委員・児童委員、

消防団、社会福祉協議会等と協力し、在宅の避難行動要支援者の安否と所在の確認を行う。 

安否・所在の確認は、主に以下に示す方法でリストを作成し、実施する。 

 

■安否確認方法 

 ① 民生委員・児童委員自身の調査に基づく報告 

 ② 調査班、避難福祉支援班等の確認に基づく報告 

 ③ 避難所の入所名簿に基づく報告 

 ④ 各障害者等支援組織の調査に基づく報告 

 ⑤ その他防災関係機関の調査に基づく報告 

 

(3) 避難誘導 

在宅の避難行動要支援者の避難誘導は、原則として地域の自主防災組織等が行うが、地域で避難支

援が困難な場合、市は消防、警察等の協力を求めるほか、地域福祉班及び避難福祉支援班は、福祉有

償運送事業者や福祉施設等と協力し、福祉車両等を手配して移送する。 

 

(4) 相談・支援 

 地域福祉班及び医療救護班は、災害によるショック及び避難生活の長期化に対応するため、被災地

等において、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の専門職員やボランティア等と連

携し、在宅の避難行動要支援者等への巡回相談等を行い、ホームヘルプサービス等の必要な支援を行
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うよう努める。 

 

２  避難所等での福祉的支援 

(1) 避難所における援護対策 

学校避難所・庶務班、地域避難所・地区連絡班、一般避難所班、避難福祉支援班、医療救護班は、避難所

における要配慮者に対する援護対策のニーズを把握し、避難所運営組織、地域住民ボランティアの協

力を得て、次の対策を行う。 

また、災害の規模、状況によっては、県に対して福岡県ＤＷＡＴの派遣要請を行う。 

 

■避難所における要配慮者への支援 

ケ ア サ ー ビ ス リ ス ト の 作 成 
① 必要となる介護・介助要員・用具の種別・規模 

② その他介護に必要な状況 

必要な設備・物資の確保・設置 

① 踏み板等、段差の解消 

② 簡易ベッド 

③ パーティション（間仕切り） 

④ 車椅子、紙おむつ、障害者用携帯トイレ等介護物資 

要配慮者専用スペースの確保 

① 可能な限り少人数部屋 

② 間仕切り 

③ 専用トイレ 

生活支援 

① 適温食と高齢者に配慮した食事の供給 

② ホームヘルパーの派遣、ガイドヘルパーの派遣 

③ 介護ボランティア（専門ボランティア）の派遣 

広報支援 
① 手話通訳の派遣 

② 専門ボランティアによる個別情報伝達 

健康管理支援 
① 巡回による健康相談 

② 衛生環境指導 

 

(2) 社会福祉施設等への入所 

地域福祉班は、避難所で介護等が困難な避難行動要支援者等を、可能な限り福祉避難所又は社会福

祉施設等へ入所させる。地域福祉班は、市内の福祉施設等に受け入れを要請する。 

 

３ 福祉仮設住宅の供給 

県は、高齢者、障害者等日常の生活上特別な配慮を要する人を対象に福祉仮設住宅を設置する。 

地域福祉班及び医療救護班は、福祉仮設住宅におけるケア対策を行う。 

 

■福祉仮設住宅の対策 

① 福祉仮設住宅団地内集会施設等への「スタッフ詰所」の設置・運営 

② 福祉仮設住宅団地居住環境の向上 

③ 医師会並びに医療ボランティア（専門ボランティア）等との連携・協力による健康チェック・

こころのケア対策 

④ ケースワーカー・カウンセラー等による全般的な生活相談業務、各種行政支援サービスの利用

相談業務、ホームヘルパーの派遣その他要援護者向サービスの実施 

①  社会福祉施設入居者への支援措置 
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 第２ 社会福祉施設入所者等への対策             

 

１ 災害発生時の安全確保 

 社会福祉施設・老人福祉施設等の管理者、地域福祉班及び避難福祉支援班は、入所者・利用者の安

否を確認し、負傷した場合は、救護所等に移送する。 

 また、火災が発生した場合、職員は初期消火を行い、避難が必要な場合は、近隣の住民等の協力を

要請する。 

 

２ 施設における生活の確保 

 地域福祉班は、地震によりライフライン等が断たれ、食料、飲料水、生活必需品等が供給できなく

なった場合、必要とする品目、数量等の情報を収集し、関係する班に供給を要請する。 

 

３ 災害危険区域に立地する要配慮者利用施設における避難措置 

 地域福祉班は、災害により入所者に危険が及ぶ恐れのある要配慮者利用施設に対し、安全な他の福

祉施設又は福祉避難所等へ要配慮者を避難させることにより入所者の安全確保を図るよう連絡する。 

 地域福祉班は、要配慮者の避難にあたっては必要な場合は、消防、警察、自衛隊等に避難支援を要

請する。 
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第１６節 文教・保育対策 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 応急保育 １ 園児の安全確保 幼稚園、保育所、認定こども園、

保育班 ２ 園児の安否確認 

３ 応急保育等の実施 

第２ 応急教育 １ 児童・生徒の安全確保 学校長、学校避難所・庶務班、

学校施設班、教育・避難班 ２ 児童・生徒の安否確認 

３  避難所開設への協力 

４  応急教育活動 

５ 各種支援対策 

第３ 社会教育施設等の

対策 

１ 社会教育施設の応急措置 文化施設班、避難福祉支援班 

２ 文化財に対する措置 

 

 第１ 応急保育                      

 

１ 園児の安全確保 

各幼稚園、保育所、認定こども園では、地震が発生した場合、園児、職員の安全を確保する。園児

は地震発生後、保護者に引き渡すが、迎えのない園児は一時的に保護する。 

 

２ 園児の安否確認 

保育時間以外に地震が発生した場合、保育班は、園児、職員の安否確認を行うとともに、保護者の

所在、安否情報の把握に努める。 

 

３ 応急保育等の実施 

保育班は、施設の被害状況を把握し、復旧に努める。既存施設において保育の実施ができない場合、

臨時的な幼稚園、保育所等を設け、応急保育等を実施する。交通機関の不通、保護者の被災等で通園

に支障をきたす場合は、近隣の幼稚園、保育所等で保育することができる。 

また、災害に関する理由により、緊急に保育が必要な場合は、保育措置の手続きを省き、一時的保

育を行うよう努める。 
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 第２ 応急教育                       

 

１ 児童・生徒の安全確保 

(1) 休校の措置 

 学校長は、地震のため、授業を継続することにより児童・生徒の安全を確保することが困難な場合、

市・県教育委員会の指導・助言に基づいて、休校の措置等をとる。 

 

(2) 避難措置 

 学校長は、地震が発生した場合、児童・生徒の安全を確保するため、学校での待機又は保護者への

引き渡し等適切な措置をとる。ガスの漏出や火災等により危険がある場合は、安全な避難所に避難誘

導をする。 

 

２ 児童・生徒の安否確認 

 学校長等は、地震が夜間・休日等に発生した場合、児童・生徒・教職員の安否の確認を行う。 

 

３ 避難所開設への協力 

 避難所に指定されている施設の管理者及び職員等は、地震が発生した場合は、避難所を開放し、避

難者を体育館等へ案内する。また、避難所の職員等と連携して避難所の運営に協力する。 

 

４ 応急教育活動 

(1) 場所の確保 

 学校長は、施設の被害状況を調査し、学校避難所・庶務班及び学校施設班と連携を取りつつ、応急

教育のための場所を確保する。学校避難所・庶務班、学校長及び教職員は、校舎が避難所として使用

されることになったときには、避難所のスペースの他に応急教育の場を確保し、相互に学業や避難生

活を妨げないように配慮する。 

 

■応急教育の場所 

被 害 の 程 度 応急教育のための予定場所 

 校舎の一部が被害を受けた場合  ① 被害を免れた学校内施設 

 校舎の全体が被害を受けた場合 
 ① コミュニティセンター等 

 ② 隣接学校の校舎 

 特定の地域について相当大きな被害を受けた場合 
 ① 最も近い被災のない地域の学校、公共施設 

 ② 応急仮設校舎の設置 

 

(2) 応急教育計画の作成 

 学校長は、応急教育において実施する指導内容の決定、臨時の学級編成等を行い、市教育委員会に

報告する。また、速やかに児童・生徒及び保護者に授業再開を周知する。 

なお、教育内容は、以下の点に留意する。 

 教職員が被災し、十分な人員を確保できない場合は、市教育委員会を通して県教育委員会と必要な

職員を確保する。 
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■応急教育の留意事項 

教育内容 教科書、学用品等の損失状況を考慮する。特に、健康指導、生活指導、安全教育を指導する。 

生活指導 
① 児童・生徒相互の助け合い精神を育て、災害時の集団生活を指導する。 

② 関係機関、医師会、その他専門家と連携・協力して、児童・生徒の「こころのケア」対策を行う。 

 

(3) 教職員の確保 

 教育・避難班は、教職員の被災状況について県教育庁北筑後教育事務所を経由して県教育委員会に

報告する。県教育委員会は、報告に基づき教職員の補充を行う。 

 

５ 各種支援対策 

(1) 就学援助に関する措置 

 学校避難所・庶務班は、県教育委員会の指導・助言に基づき、被災によって就学困難となった児童・

生徒に対し、就学援助費の支給に必要な措置をとる。 

また、被災家庭の特別支援学級の児童・生徒に対しても、就学奨励費の追加支給について必要な措

置をとる。 

 

(2) 学校給食の措置 

 学校長は、給食施設・設備、物資等に被害があった場合は、市教育委員会に報告し、給食実施の可

否について決定する。 

 

(3) 衛生の確保 

 学校内における児童・生徒の救護は、原則として当該学校医、養護教諭等があたる。各学校では、

児童・生徒の健康診断、衛生指導等を行う。 

 

(4) 被災児童のメンタルケア 

 学校避難所・庶務班は、学校長と連携して、市保健所、児童相談所等の専門機関と連携して、被災

児童・生徒へのメンタルケアを行う。 

 

(5) 避難所との区分 

 学校避難所・庶務班、学校長及び教職員は、校舎が避難所として使用されることになったときには、

避難所のスペースの他に応急教育の場を確保し、相互に学業や避難生活を妨げないように配慮する。 

 

(6) 学用品の給与 

 災害により学用品を失った児童・生徒に対し、必要な教材、学用品を給与する。 

 学校避難所・庶務班は、学校長を通じて給与の対象となる児童・生徒数を把握し、り災者名簿及び

学籍簿と照合する。 

 学用品、文房具については被害状況別、小中学校別に学用品購入（配分）計画表を作成する。教科

書、文房具、学用品は、市内の事業者から一括購入し、学校ごとに分配する｡ 

 

 第３ 社会教育施設等の対策                 

 

１ 社会教育施設の応急措置 

 文化施設班及び避難福祉支援班は、地震によって所管する施設等に被害が発生した場合は、避難誘
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導措置をとり、利用者の安全の確保に努める。 

 また、被災した社会教育施設を避難所、物資拠点として一時使用する場合又は利用者に開放する場

合には、応急的な修理を行い、安全を確認の上使用する。 

 

２ 文化財に対する措置 

 文化施設班は、所有者（管理責任者）から文化財に被害が発生したとの報告があったときは、県教

育委員会へ報告し、必要な措置を講ずる。 
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第１７節 ライフライン施設等の応急対策 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 電気・ガス施設の応

急対策 

１ 電気施設の応急対策 九州電力送配電株式会社、久留

米ガス株式会社 ２ ガス施設の応急対策 

第２ 上水道・下水道施設

の応急対策 

１ 上水道施設の応急対策 上下水道対策部 

２ 下水道施設の応急対策 

第３ 電気通信設備の応

急復旧対策 

１ 応急対策 西日本電信電話株式会社 

２ 復旧対策 

第４ 放送施設の応急復

旧対策 

１ 応急対策 日本放送協会 

２ 復旧対策 

 

 第１ 電気・ガス施設の応急対策               

 

１ 電気施設の応急対策 

九州電力送配電株式会社は、災害が発生した場合は、情勢に応じた防災体制を発令し、速やかに対

策組織を設置する。 

また、災害対策活動に関する一切の業務は、対策組織のもとで行う。 

 

(1) 情報の収集、報告 

 災害が発生した場合は、対策組織の長は次に掲げる各号の情報を迅速、的確に把握し、速やかに上

級対策組織に報告する。 

① 一般情報 

ア 気象、地象情報 

イ 一般被害情報 

 一般公衆の家屋被害情報及び人身災害発生情報並びに電力施設等を除く水道、ガス、交通、

通信、放送、道路、橋梁等の公共施設を始めとする当該管内全般の被害情報 

ウ 対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関、お客様等への対応状況）エ 

その他災害に関する情報（交通状況等） 

② 被害情報 

ア 電力施設等の被害状況及び復旧状況 

イ 停電による主な影響状況 

ウ 復旧資材、応援、食糧等に関する事項 

エ 従業員の被災状況 

オ その他災害に関する情報 

 

(2) 情報の集約 

 上級対策組織は、下級対策組織からの被害情報等の報告及び独自に国、地方自治体等から収集した

情報を集約し、総合的被害状況の把握に努める。 
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(3) 災害時における広報 

 広報については、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、広報車等により直接当該

地域へ周知する。 

 

(4) 対策要員の確保 

① 夜間、休日に災害発生のおそれがある場合、あらかじめ定められた各対策要員は、気象、地 

象情報その他の情報に留意し、防災体制の発令に備える。 

② 防災体制が発令された場合は、対策要員は速やかに所属する対策組織に出動する。なお、供 

給区域内において震度 6弱以上の地震が発生した場合は、対策要員は呼集を待つことなく所属 

する対策組織に出動する。 

③ 交通途絶等により所属する対策組織に出動できない対策要員は、最寄り事業所に出動し、所 

属する対策組織に連絡の上、当該事業所において災害対策活動に従事する。 

 

(5) 災害時における復旧資材の確保 

① 調達 

 対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は、次のいずれか

の方法により可及的速やかに確保する。 

ア 現地調達 

イ 対策組織相互の流用 

ウ 他電力会社等からの融通 

② 輸送 

 災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ要請した請負会社の車両・舟艇等を始めその他実施可

能な運搬手段により行う。 

 

(6) 災害時における応急工事 

① 応急工事の基本方針 

災害に伴う応急工事については、恒久的工事との関連並びに情勢の緊急度を勘案して、二次災

害の防止に配慮しつつ、迅速、適切に実施する。 

② 応急工事基準 

災害時における具体的応急工事については、次の基準により実施する。 

ア 水力、火力発電設備 

 共通機器、流用可能備品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 

イ 送電設備 

    ヘリコプター、車両等の機動力及び災害復旧資材の活用により仮復旧を迅速に行う。 

ウ 変電設備 

 機器損壊事故に対し系統の一部変更又は移動用変圧器等の活用による応急措置で対処する。 

エ 配電設備 

 非常災害仮復旧標準工法（作業指針）による迅速的確実な復旧を行う。 

オ 通信設備 

    衛星通信設備、移動無線機等の活用により通信連絡を確保する。 

 

２ ガス施設の応急対策 

 久留米ガス株式会社は、地震による被害が発生した場合は、「災害対策要領」等に基づき、応急対

策を実施する。       
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(1) 緊急対策 

① 情報の収集 

ア 一般情報 

    テレビ・ラジオ等により一般被害情報に関する情報を収集し、各事業所に伝達する。 

イ 地震計情報 

ウ ガス製造設備、供給設備の被害状況を把握し、必要に応じて二次災害防止の措置を行う。 

② 広報 

   災害発生時に即応するため、報道機関、警察、消防等関係機関に広報の協力を要請するほか、

広報車等により実施する。 

また、必要に応じてマイコンメーターの取扱方法についての放送も依頼する。 

③ 二次災害防止措置 

  ガスの漏洩等による二次災害発生のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気の使用禁止

等の適切な危険予防措置を講ずる。また、必要に応じて統合ブロック、復旧ブロック単位での供

給停止を行う。 

 

(2) 復旧対策 

① 復旧計画の策定 

 地震災害が発生した場合は、被災の正確な情報を収集し、復旧手順及び方法、復旧要員の動員

及び配置計画、復旧用資機材の調達計画、復旧作業の工程、臨時供給の実施計画、宿泊施設の手

配・食料等の調達計画、その他必要な対策を明らかにした復旧計画を迅速に策定する。なお、病

院、ごみ焼却場等社会的緊急度が高い施設について、優先的な復旧を図る。 

また、復旧作業が長期化する場合には、需要家支援のために代替熱源等の提供を図る。 

② 供給設備の復旧作業の実施 

供給設備の復旧作業は、二次災害の発生防止に万全を期しつつ、手順に従い、早期復旧を目指

す。 

③ 救援要請 

   広範囲にわたり供給停止した場合は、「非常事態における応援要綱（日本ガス協会）」に基づ

き（社）日本ガス協会九州部会へ救援を要請する。 

④ 広報 

   二次災害の発生防止と需要家不安の解消とともに、円滑な復旧作業のための協力要請を目的に、

臨時広報活動を実施する。 

 

 第２ 上水道・下水道施設の応急対策            

 

１ 上水道施設の応急対策 

 浄水管理センター班及び水道施設対策班は、災害により被害が発生した場合、次のような応急対策

を実施する。なお、必要に応じて、下水道施設との一体的な対応を検討する。 

 

(1) 取水施設 

 取水施設の被災については、被害状況を把握し、直ちに応急復旧を行う。 

 

(2) 浄水施設 

① 浄水施設においては、災害時に薬品類の不足により原水の処理能力の低下がおきないよう原 

水処理薬品類の備蓄を行う。 
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② 浄水施設の被災については、被害状況を把握し、直ちに応急復旧を行う。 

 

(3) 送配水ポンプ施設 

  ポンプ場においては、停電時の備えとして自家発電設備等により施設や機器の運転制御を行い、停

電復帰後速やかに加圧送水等ができるよう努める。 

 

(4) 送配水施設 

  ① 送配水管路、配水池等の被災については、被害状況の早急な把握を行うとともに、公共施設や

病院、避難所等の重要施設への早期復旧に配慮しながら、計画的な応急復旧を行う。 

 ② その他水道管の被害に対しては、通水に支障のないように迅速に応急措置を講じるとともに本

復旧の方針をたてる。 

 ③ 工事施工中の箇所については、受注者を通じて、被害を最小限にとどめるよう指揮監督すると

ともに状況に応じて現場要員、資機材の補給を行う。 

 

２ 下水道施設の応急対策 

 下水道施設対策班及び浄化センター班は、災害により被害が発生した場合は、次のような応急対策

を実施する。なお、必要に応じて、上水道施設との一体的な対応を検討する。 

 

(1) 管渠 

① 下水管渠の被害に対しては、汚水、雨水の疎通に支障のないように迅速に応急措 

置を講じるとともに本復旧の方針をたてる。 

② 工事施工中の箇所については、受注者を通じて、被害を最小限にとどめるよう指揮監督すると

ともに状況に応じて現場要員、資器材の補給を行う。 

③ 可搬式の排水ポンプ等の資器材は所要量を整備・確保し、応急対策に当たる。 

 

(2) ポンプ場及び処理場 

①  停電のためポンプ場及び処理場の機能が停止した場合、ディーゼル発電機等によってポンプ 

及び処理施設等の運転を行い、機能停止による排水及び処理不能事態が起こらないようにする。 

② 建物その他の施設には、洪水その他風水害時に備え、特に防護の必要のあるものに対しては 

所要の資器材を備蓄し応急復旧を行う。 

 

(3) 浄化槽 

 ① 浄化槽保守点検事業者及び指定検査機関等と連携し、応急対策に当たる。 

 

 第３ 電気通信設備の応急復旧対策              

 

 西日本電信電話株式会社等の電気通信事業者は、災害時における電気通信設備の応急対策を「防災

業務計画」に基づき実施し、通信の確保にあたる。 

 

１ 応急対策 

(1) 情報の収集報告 

 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、重要通信を確保し、あるいは被災した電気通信

設備等を迅速に復旧するため、次の情報を収集し、関係組織相互間の連絡、周知を行う。 
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① 気象状況、災害予報等 

② 電気通信設備等の被害状況、そ通状況及び停電状況 

③ 当該組織の災害応急復旧計画及び措置状況 

④ 被災設備、回線等の復旧状況 

⑤ 復旧要員の稼働状況 

⑥ その他必要な情報 

 

(2) 社外関係機関との連絡 

 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、社外関係機関と災害対策に関する連絡をとる。 

 

(3) 警戒措置 

 災害予報が発せられた場合、あるいは報道された場合、及びその他の事由により災害の発生が予想

されるときは、その状況に応じて、次に掲げる事項について警戒の措置をとる。 

① 情報連絡用回線を作成するとともに、情報連絡要員を配置する。 

② 異常事態の発生に備えた監視要員を配置し、又は防災上必要な要員を待機させる。 

③ 重要回線、設備の把握及び各種措置計画の点検等を行う。 

④ 災害対策用機器の点検と出動準備、あるいは非常配置並びに電源設備に対し必要な措置を講じ

る。 

⑤ 防災のため必要な工事用車両、資材等を準備する。 

⑥ 電気通信設備等に対し必要な防護措置を講じる。 

⑦ その他、安全上必要な措置を講じる。 

 

(4) 通信の非常そ通措置 

① 重要通信のそ通確保 

   災害に際し、次により臨機に措置をとり、通信ふくそうの緩和及び重要通信の確保を図る。 

ア 応急回線の作成、網措置等そ通確保の措置をとる。 

イ 通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、電気通信事業

法、及び電気通信事業法施行規則の定めるところにより、臨機に利用制限の措置をとる。 

ウ 非常、緊急電報は電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則の定めるところにより、一般

の電報に優先して取扱う。 

エ 警察、消防、その他諸官庁等が設置する通信網との連携をとる。 

オ 電気通信事業者及び防災行政無線等との連携をとる。 

② 被災地特設公衆電話の設置 

   救助法が適用された場合等には避難場所に、り災者が利用する特設公衆電話の設置に努める。 

③ 災害用伝言ダイヤル「１７１」の提供 

   地震等の災害時において、通信が輻輳した場合に、被災地の家族・親戚・知人等の安否確認が

困難となるため、安否等を確認できる情報伝達手段の一つとして、「声の伝言板」による災害用

伝言ダイヤル「１７１」を提供する。 

   なお、災害用伝言ダイヤル「１７１」の提供開始については、西日本電信電話株式会社におい

て決定し、住民への周知は、テレビ、ラジオ等及び県災対本部と協力して実施する。 

   利用方法については「１７１」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、伝言・録音・再生を

行う。 

④ 災害用ブロードバンド伝言板「web１７１」の提供 

地震等の災害時において、通信が輻輳した場合に、被災地の家族・親戚・知人等の安否確認が

困難となるため、安否等を確認できる情報伝達手段の一つとして、新たにブロードバンド時代に

ふさわしい伝言情報（テキスト、音声、画像）の登録・閲覧を可能とする災害用ブロードバンド
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伝言板「web１７１」を提供する。なお、災害用ブロードバンド伝言板「web１７１」の提供開始

については、西日本電信電話株式会社において決定し、住民への周知はテレビ、ラジオ等及び県

災対本部と協力して実施する。 

   利用方法については西日本電信電話株式会社ＨＰ上の災害用ブロードバンド伝言板「web１７

１」利用方法に従って、テキスト、音声、画像の登録、閲覧を行う。 

 

(5) 災害時における広報 

① 広報活動 

  災害の発生が予想される場合又は発生した場合は、通信のそ通及び利用制限の措置状況及び被

災した電気通信設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信のそ通ができないことによる社会

不安の解消に努める。 

② 広報の方法 

   広報についてはテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、パソコン通信、支店前

掲示等により直接当該被災地に周知する。 

 

(6) 社外機関に対する応援又は協力の要請 

 災害が発生し、又は発生が予想される場合において、必要により、社外機関に対し次の事項につい

て応援の要請又は協力を求める。 

また、平常時からあらかじめその措置方法を定めておく。 

① 要員対策 

   工事会社等の応援、自衛隊の派遣要請 

② 資材及び物資対策 

   地方公共団体等に対する燃料、食料等の特別配給の要請 

③ 交通及び輪送対策       

ア 人員又は災害対策用機器、資材及び物資等の緊急輸送に必要な車両等について、交通制限又

は輸送制限に係わる特別許可の申請 

イ 災害時等の緊急輸送のための運送事業者の協力、あるいは自衛隊等に対する輸送の援助要請 

④ 電源対策 

   商用電線の供給、自家発電用エンジンの燃料、移動電源車の燃料、オイル及び冷却水等の確保・

供給を関係者に要請 

⑤ 利用者対応 

   利用者に対して故障情報、回線情報、ふくそう回避策及び利用案内等について情報提供を行う

とともに、報道機関との連携を図る。 

 

２ 復旧対策 

 災害により電気通信設備に被害が発生し、回線に障害が生じた場合は、通信の途絶の解消及び重要

通信の確保に努めるとともに、被災状況に応じた措置により回線の復旧を図る。 

 

 第４ 放送施設の応急復旧対策                

 

 日本放送協会（福岡放送局）は、次のような応急復旧対策を実施する。 
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１ 応急対策 

(1) 要員の確保 

 災害状況に応じた体制を定め要員を確保する。 

 

(2) 資機材の確保 

ア 電源関係諸設備の整備確保 

イ 中継回線、通信回線関係の整備及び確保 

ウ 送受信空中線の補強、資材の確保及び予備空中線材料の整備 

エ あらかじめ特約した事業者及び借用先から必要機材の緊急借用又は調達の確保 

 

(3) 放送施設応急対策 

ア 放送機等障害により一部の送信系統による放送送出が不可能となったときは、他の送信系統に

より臨機に番組を変更あるいは他の番組に切替え、災害関連番組の送出継続に努める。 

イ 中継回線障害時の措置 

   一部中継回線が断絶したときは、常置以外の必要機器を仮設し、無線その他の中継回線等を利

用して放送の継続に努める。 

ウ 演奏所障害時の措置 

   災害のため放送局内演奏所から放送継続が不可能となったときは、他の臨時の演奏所を設け、

放送の継続に努める。 

エ 復旧順位 

  第１順位  ラジオ第１放送 

  第２順位  テレビ総合放送 ＦＭ放送 ラジオ第２放送 

 テレビ教育放送 

 

(4) 聴視者対策 

 災害時における受信の維持、確保のため次の措置を講ずる。 

ア 受信機の復旧 

   被災受信機の取扱いについて、告知放送、チラシ又は新聞等部外広報機関を利用して周知する

とともに、受信機巡回修理班を編成し、関係団体の協力を得て被災受信機の復旧を図る。 

イ 情報の周知 

  避難場所その他有効な場所へ受信機を貸与する。 

ウ 各種相談等の実施 

  被災地又はその付近において各種相談等を実施し、その模様を放送にとりあげる。 

 

２ 復旧対策 

 被災した施設及び設備等については、迅速、的確にその被害状況を調査し、これに基づき効果的な

復旧計画を早急に作成する。 

 復旧の順位は、放送の送出に重大な影響を及ぼすと認められる施設、設備を優先させるものとし、

復旧工事の実施に当たっては、人員、資機材等を最大限に活用して作業を迅速に推し進め、全般的な

早期復旧を図る。
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第１８節 二次災害の防止 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 危険物等災害対策 消防本部 

第２ 放射線使用施設災害対策 各対策部 

第３ 余震、降雨に伴う二

次災害の防止 

１ 専門技術者への要請 統括部総括班、技術班、農林業

用施設対策班、衛生建設産業班

等 

２ 応急措置 

 

 第１ 危険物等災害対策                  

 

 地震により危険物・毒劇物の漏出等の災害が発生した場合は、消防本部が中心となり施設管理者、

警察署、県等と連携を取りながら、被災者の救出と災害の拡大防止等を行う。 

なお、消火活動に関しては、本編第５節「救助・救急・消防」を、応急活動に関しては、事故対策

編第 19節「危険物等災害応急対策」を参照する。 

 

 第２ 放射線使用施設災害対策               

 

 地震により放射線の漏出等の災害が発生した場合は、市が国、県、防災関係機関と連携を取りなが

ら、災害の拡大防止等を行う。 

なお、応急活動に関しては、事故対策編 20節「原子力災害対策」第 2「放射線使用施設災害対策」

を参照する。 

 

 第３ 余震、降雨に伴う二次災害の防止            

 

  市は、余震あるいは地震後の降雨等による二次的な水害、土砂災害、宅地災害等の危険を防止する。 

 

１ 専門技術者への要請 

 統括部総括班は、技術班、及び農林業用施設対策班等と連携し、危険箇所の点検を実施するため、

県を通じて市内の専門技術者（コンサルタント、県・市職員ＯＢ等）、福岡県防災エキスパート協会、

福岡県砂防ボランティア協会、斜面判定士等へ協力を要請する。また、国のアドバイザー制度を活用

する。 

 

※「アドバイザー制度」とは、（社）全国防災協会が学識経験者、土木研究所、国土地理院からなるアドバイザーを委

嘱し、二次災害の防止に関して助言を行う制度 
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２ 応急措置 

 技術班は、点検調査の結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を

図り、不安定土砂の除去、仮設防護柵の設置等の応急工事、警戒避難等の応急措置をとる。  

  なお、被災建築物の応急危険度判定及び被災宅地危険度判定については、第 11節「建物対策」を参

照する。 

 農林業用施設対策班及び衛生建設産業班は、市内のため池及び農業用施設の点検を行い、堤等に異

常がある場合は応急工事等の措置をとる。 
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第１９節 災害救助法の適用 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 災害救助法の適用

基準 

１ 災害救助法の適用 情報分析班 

２  被害状況の判断基準 

第２ 滅失世帯の算定基

準 

１ 滅失世帯の算定 調査班、避難福祉支援班 

２ 住家被害程度の認定 

第３ 災害救助法の適用

手続き 

１ 災害救助法の適用要請 統括部総括班 

２ 適用要請の特例 

３ 特別基準の適用申請 

第４ 救助の実施者及び

救助の内容等 

１ 救助の実施者 各対策部 

２ 救助の内容等 

 

 第１ 災害救助法の適用基準                

 

１ 災害救助法の適用 

  救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条第１項１～４号の規定による。本市における具体的

適用は次のいずれか１つに該当する場合である。 

 

■災害救助法の適用基準 

指 標 と な る 被 害 項 目 適 用 基 準 該当条項 

(1) 市内の住家が滅失した世帯の数 市内の滅失世帯 150以上  第１項１号 

(2) 県内の住家が滅失した世帯の数 

  かつ市内の住家が滅失した世帯の数 

県内の滅失世帯 2,500以上 

かつ市内の滅失世帯 75以上 
 第１項２号 

(3) 県内の住家が滅失した世帯の数 

  かつ市内の住家が滅失した世帯の数 

滅失世帯が県内 12,000以上 

かつ市内 75に達しないが多数 
 第１項３号 

(4) 災害が隔絶した地域で発生したもので

ある等被災者の救護が著しく困難とす

る省令で定める特別の事情（右記）があ

り、市内の住家が多数滅失した場合 

被災者に対する食品若しくは生 活必需品の給与等に

ついて特殊 の補給方法を必要とし、又は被 災者の救

出について特殊の技術 を必要とする場合（注１） 

 第１項３号 

(5) 多数の者が生命又は、身体に危害を受

け、又は受けるおそれが生じ、省令の基

準（右記）に該当する場合 

災害が発生し、又は発生する恐れのある地域に所在す

る多数の者が、避難して継続的に救助を必要とする場

合（注２） 

被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等に

ついて特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出

について特殊の技術を必要とする場合（注３） 

 第１項４号 

（注１）該当事例 

ア 被害地域が他の村落から隔離又は孤立している等のため、生活必需品等の補給がきわめて困難な場合で、

被災者の救助に特殊の補給方法等を必要とする場合 

イ 有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、被災者の救助がきわめて困難であり、そのために特殊の技

術を必要とする場合 

ウ 水害により、被災者が孤立し救助が極めて困難であるため、ボートによる救出等の特殊の技術を必要とす

る場合 
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（注２）該当事例 

ア 火山噴火、有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、多数の住民が避難の指示を受けて避難生活を余

儀なくされる場合 

イ 船舶の沈没あるいは交通事故、爆発事故等の事故等により多数の者が死傷した場合 

ウ Ⅿ８．０以上の南海トラフ地震発生後（半割れ後）の津波及びその後の大規模地震等発生に備え、避難生

活を余儀なくされる場合 

（注３）該当事例 

ア 交通路等の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

イ 火山噴火、有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

ウ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合 

 

２ 被害状況の判断基準 

  本市における被害程度の判断は、被害状況判定基準によって行うものとする。 

 

 第２ 滅失世帯の算定基準                  

 

１ 滅失世帯の算定 

  住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。半壊等

については、救助法施行令第１条第２項の規定により以下のとおり、みなし換算を行う。 

 

■滅失世帯の算定方法 

滅失住家 

１世帯 

住  家  被  害  状  況 算定根拠 

 全壊（全焼・流失）   １世帯 

 半壊（半焼）   ２世帯 

 床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能の状態   ３世帯 

 

２ 住家被害程度の認定 

 住家の被害程度の認定を行う上で、おおよその基準は次のとおりとする。 

 

■救助法における被害の認定基準 

全壊、 

全焼又は流出 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失

したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体

的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70％以上に達した

程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住

家の損害割合が50％以上に達した程度のもの。 

半壊又は半焼 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、

補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％

以上70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、

その住家の損害割合が20％以上50％未満のもの。 
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大規模半壊 

半壊又は半焼のうち、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体

的には、損壊部分がその住家の延床面積の 50％以上 70％未満、またはその住家の損害割合が 40％以

上50％未満のもの。 

中規模半壊 

半壊又は半焼のうち、大規模半壊に至らないまでも住宅に居住するために最低限必要な「居室の壁、

床又は天井のいずれかの室内に面する部分」の過半の補修を含む「相当規模の補修」が必要なもので、

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30％以上50％未満、またはその住家の損害割合が30％

以上40％未満のもの。 

準半壊 

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床

面積の10％以上20％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が10％以上20％未満のもの。 

床上浸水 
上記被害に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のもの、又は土砂、

竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの。 

※「住家」とは、現実にその建物を居住のために使用している者がいる建物をいい、現実に居住するために使用し

ている建物であれば、社会通念上の住宅であるかどうかは問わない。 

※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

 

 第３ 災害救助法の適用手続き               

 

１ 災害救助法の適用要請 

  市域の災害が救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、市長は直

ちにその旨を県知事に報告する。その場合には、次に掲げる事項について、口頭又は電話をもって要

請し、後日文書によりあらためて要請する。 

 

■災害救助法の申請事項 

 ①  災害発生の日時及び場所 

 ②  災害の原因及び被害の状況 

 ③  適用を要請する理由 

 ④  適用を必要とする機関 

 ⑤  既にとった救助措置及びとろうとする救助措置 

 ⑥  その他必要な事項 

 

２ 適用要請の特例 

 災害の事態が急迫して、県知事による救助の実施の決定を待つことができない場合には、市長は、

救助法の規定による救助に着手するとともに、直ちに県知事に報告する。その後の処置に関しては、

県知事の指揮を受ける。 

 

３ 特別基準の適用申請 

 災害救助の対象数量及び期間については、特別な事情のある場合、特別基準の適用を申請できる。

適用申請は県知事に対して行うが、期間延長については救助期間内に行う必要がある。 
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 第４ 救助の実施者及び救助の内容等            

 

１ 救助の実施者 

  救助法の適用後の救助業務の実施者は、次のとおりである。 

 

■救助の種類及び救助の実施者 

救  助  の  種  類 実 施 者 

  避難所の設置及び収容 市長に委任される 

  応急仮設住宅の設置 県知事（一部、市長に委任される） 

  炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 市長に委任される 

  被服、寝具等その他生活必需品の供与又は貸与 市長に委任される 

  医療及び助産 市長に委任される 

 福祉サービスの提供 市長に委任される 

  災害にかかった者の救出 市長に委任される 

  住宅の応急修理 市長に委任される 

  生業に必要な資金、器具又は資料の供与又は貸与 県知事 

  学用品の供与 市長に委任される 

  埋火葬 市長に委任される 

  遺体の捜索及び処理 市長に委任される 

  障害物の除去 市長に委任される 

 

２ 救助の内容等 

  救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、福岡県災害救助法施行細則に定めるとおりで

あるが、やむを得ない特別の事情があるときは、応急救助に必要な範囲内において、県知事と内閣総

理大臣の協議により変更することがある。 

 

 

【資料編】 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（資料３３） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 
 

 

 

災害復旧計画 
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第１節 災害復旧事業  
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

第１ 災害復旧事業の推

進 

１ 災害復旧事業の推進 各部課、資源循環推進課、施設

課、廃棄物指導課、各総合支所

環境建設課 

２ 法律による財政援助 

３ がれきの処理 

第２ 激甚災害の指定 １ 激甚災害の指定手順 各部課 

２ 激甚災害の関する調査報告 

３ 激甚災害の指定促進 

 

 第１ 災害復旧事業の推進                 

 

１ 災害復旧事業の推進 

各施設を所管する部及び課は、次のような災害復旧事業計画を立案し、関係機関と連携して災害復

旧事業にあたる。 

 

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

河川、海岸、砂防設備、道路、橋梁、公園、上下水道等について災害発生の原因を追求し、関係機

関との総合的連携のもとに迅速、適切な復旧事業を施行し、更に、復旧事業を施行することを必要と

する施設の新設改良等を併せて行うことにより再度災害発生を防止する。 

 

(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画 

農地、農業用施設、林業用施設及び共同利用施設の復旧については、農林水産業施設災害復旧事業

費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、関係機関との総合的連携のもと迅速に復旧事業が施行

されるよう努めるものとする。 

また、災害復旧事業のみでは将来、復旧施設が再度災害を蒙るおそれがある場合には、復旧施設又

はこれに関連する施設を改良するために災害復旧事業と併せ行う災害関連事業により、再度災害発生

の防止に努めるものとする。 

 

(3) 都市施設災害復旧事業計画 

① 都市計画区域における街路、公園、下水道等の災害、市街地における土砂堆積等について早期

復旧を図る。 

② 復旧にあたっては都市環境の整備、都市の防災構造化の推進を指導する。 

 

(4) 公営住宅災害復旧事業計画 

市民生活の安定を図るため、公営住宅法の規定に基づき迅速適切な公営住宅の建設を進めるものと

する。 

 

(5) 公立文教施設災害復旧事業計画 

① 児童、生徒に対する正常な教育を実施するため、迅速適切な復旧を促進する。 
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② 再度災害発生防止のため、原因を検討し、不燃堅牢構造化、防災施設の設置等を図る。 

 

(6) 社会福祉及び児童福祉施設災害復旧事業計画 

① 施設の性格上緊急に復旧する必要があるので国、県その他関係機関の融資を促進する。 

② 再度災害発生を防止するため設置場所、構造その他防災施設等について十分検討する。 

 

(7) 医療施設災害復旧事業計画 

市民の健康を増進し、公衆衛生の向上を図るため迅速適切な復旧計画により早期復旧を促進する。 

 

(8) 公営企業災害復旧事業計画 

市民及び社会経済に与える影響を勘案して早期復旧を促進する。 

 

(9) 公用財産災害復旧事業計画 

行政的、社会的な影響を勘案して早期復旧を促進する。 

 

(10)ライフライン・交通輸送機関災害復旧事業計画 

特に市民の日常生活と密接な関係があるので早期復旧を促進し、可能な限り地区別の復旧予定時期

を明示するものとする。 

 

(11) 文化財災害復旧事業計画 

文化財が国民の貴重な財産であることにかんがみ、迅速かつ適切な復旧を促進する。 

 

(12) 復旧・復興事業からの暴力団排除活動 

警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるととも

に、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業か

らの暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。 

 

２ 法律による財政援助 

 災害が発生した場合、次の事業に対し法律（「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律」を除く）に基づいた財政援助を受けることができる。 

 

■法律による財政援助 

根  拠  法  令 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 等 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 河川、道路、上下水道等の復旧事業 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法 公立学校施設の復旧事業 

公営住宅法 
公営住宅及び共同施設（児童公園、共同浴場集会所等）の

復旧事業 

土地区画整理法 災害により急を要する土地区画整理事業 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律 
感染症指定医療機関等復旧事業、感染症予防事業 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 災害により特に必要となった廃棄物の処理 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定 措

置に関する法律 
農地、林業、農業用施設、共同利用施設の復旧事業 

道路法 道路の復旧事業 

河川法 河川の復旧事業 

下水道法、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担

施行令 
下水道の復旧事業 
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生活保護法 生活保護施設復旧事業 

児童福祉法 児童福祉施設復旧事業 

身体障害者福祉法 身体障害者更生援護施設復旧事業 

老人福祉法 老人福祉施設復旧事業 

知的障害者福祉法 知的障害者援護施設復旧事業 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 女性自立支援施設復旧事業 

 

３ がれきの処理 

 資源循環推進課、施設課、廃棄物指導課及び各総合支所環境建設課は、県及び関係機関と連携して、

がれきの処理方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保し、計画的な収集、分別、運搬及

び処分を図ることによりがれきの円滑かつ適正な処理を行うものとする。 

 また、環境汚染の未然防止又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずるものとする。 

 

 第２ 激甚災害の指定                   

 

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37年法律第 150号 以下「激甚法」

という。）は、著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場合における国の地

方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定している。 

 著しく激甚な災害が発生すると、被災地は壊滅的な打撃を受け、応急措置や災害復旧に要する経費

が著しく過重になるばかりでなく、被災者も復興の意欲を失うほど疲弊してしまうことが予想される。 

 したがって、そうした大規模な災害が発生した場合は、応急措置及び災害復旧を迅速かつ適切に行

うため、早期に激甚法に基づく財政援助及び助成措置を受けることが必要となる。 

 

1 激甚災害の指定手順 

 激甚法第２条では、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和

し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、内

閣総理大臣が中央防災会議に諮った上で、政令によりその災害を「激甚災害」として指定することと

なっている。 

 激甚災害としての適否及びどの措置を適用するかの具体的な判断基準は、中央防災会議の「激甚災

害指定基準」（昭和 37 年 12 月 7 日中央防災会議決定）又は「局地激甚災害指定基準」（昭和 43 年

11月 22日中央防災会議決定）によることとなっている。 

 激甚な災害が発生すると、関係省庁が所管事項についての被害額等を把握し、被害状況をとりまと

め、激甚災害としての該当の適否、適用措置について政府原案が作成される。これを中央防災会議に

諮った上で、閣議を経て政令が公布、施行されることとなる。 

 

２ 激甚災害に関する調査報告 

(1) 市 

 市は、市域に災害が発生した場合には、災害対策基本法第 53条第１項の規定により、速やかにその

被害状況等を県に報告する。 

 

(2) 県 

 県は、市からの被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業につい



＜地震対策編＞ 

第２章 災害復旧計画 第1節 災害復旧事業 

 

88 

 

て、被害額、復旧事業に要する負担額その他激甚法に定める事項について、速やかに調査する。 

 

３ 激甚災害の指定促進 

 大規模な災害が発生した場合には、激甚法に基づく激甚災害の早期指定が復旧事業の進捗状況に大

きく影響を及ぼす。 

 そこで、県は市からの報告及び前記の調査結果に基づき、激甚災害の指定が必要と判断した場合に

は、国の関係省庁との連絡を密にし、早期指定の促進を図る。 
 
■激甚災害指定の手続のながれ 

        

      

市 長 

県知事 

内閣総理大臣 

中央防災会議 

閣議決定 

政令公布 

激甚災害指定基準 局地激甚災害指定基準 

報

告 
報

告 諮

問 

答

申 

通報 
災 害 名 

（適用条項） 
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第２節 被災者等の生活再建等の支援 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

 第１ 被災者への支援 １ 生活相談 広聴・相談課、市保健所、広報

戦略課、男女平等政策課、男女

平等推進センター、労政課、総

務部総務課、生活支援第一課、

家庭子ども相談課、税収納推進

課、市民税課、資産税課、健康

保険課、介護保険課、市営住宅

課、地域振興課、市民福祉課、

各所管課、情報収集班 

２ 女性のための相談 

３ り災（被災）証明書の発行 

４ 雇用機会の確保 

５ 義援金品の受付及び配分 

６ 生活資金の確保 

７ 災害弔慰金等の支給 

８ 市税等の納付相談・減免等 

９ 介護保険における措置 

10 住宅復興資金の融資 

11 災害公営住宅の建設等 

12 郵政事業の特例措置 

13 被災者台帳の整備 

14 他機関との情報共有 

 第２ 地域復興の支援 １ 中小企業者への融資  商工政策課、生産流通課 

２ 農林漁事業者への支援 

 

 第１ 被災者への支援                   

 

情報収集班は、被害調査や罹災証明書の発行の他、被災者の生活再建の支援について、支え合いセ

ンターの設置や登録被災者援護協力団体との連携により、迅速かつ効率的に実施できる環境整備に努

める。その実施にあたってはシステムの導入や業務の効率化を図るとともに、平時から担当部局を明

確化し、関係機関との連携に努める。 

 

１  生活相談 

広聴・相談課及び市民福祉課は、災害時における市民からの問い合わせや要望に対応するため、生

活相談を実施する。 

保健予防課、健康推進課、地域保健課及び市民福祉課は、精神科医療機関等と協力して、被災者や

要配慮者の精神的な負担を軽減させるため、カウンセリングなどの必要な措置を行う。 

また、必要な情報提供の依頼を広報戦略課及び広聴・相談課に行い、そのための資料を作成する。 

 

２  女性のための相談 

家庭子ども相談課、男女平等政策課及び男女平等推進センターは、災害によって生じたストレスや

暴力被害など女性の心身の健康などに対応するため、電話相談や面接相談で対応し、市保健所等と共

同で避難所等必要な場所への女性の相談員や保健師の派遣などを実施し、女性のための相談を実施す

る。また、女性のための一時保護施設を確保する。 
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３  り災（被災）証明書の発行 

生活支援第一課及び地域振興課は、被災者の「り災（被災）証明書」交付申請に対し、家屋の被害

調査結果または、申請者の立証資料を確認のうえ、「り災（被災）証明書」を交付する。 

証明する範囲は、基本法第２条第１号に規定する災害で、次の事項について証明する。 

 

■り災証明の担当及び証明の範囲 

担   当 証  明  の  範  囲 

生活支援第一課 

地 域 振 興 課 
家屋の全壊、流失、半壊、床上浸水、床下浸水、一部破損 

消 防 本 部  火災による焼損等 

 

 

４ 雇用機会の確保 

 災害により被害を受けた市民が速やかに再起更正できるよう雇用機会の確保を図る。労政課は、被

災事業所の雇用維持及び被災者の職業斡旋について、県に対し要請するとともに、市民に情報を提供

する。 

 

■県の行う雇用対策 

① 災害により被災を受けた事業所の把握に努めるとともに、被災地域を管轄する出先機関の長を通じ、また関係

団体の協力を得て、雇用維持を要請し、労働者の雇用の安定を図る。 

② 離職者の早期再就職の促進 

災害により離職を余儀なくされた者に対する早期再就職援助にあたっては、被災地域を管轄する公共職業安

定所の長を通じ、次の措置を講ずる。 

   ア 公共職業安定所内に被災者のための臨時職業相談窓口を設置する。 

   イ 被災地内に臨時職業相談所の開設又は巡回職業相談を実施する。 

   ウ 公共職業訓練や求職者支援訓練の受講斡旋を行うとともに、職業転換給付金や職業訓練受講給付金

制度の活用を図る。 

③ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対しては、事後にその証明書により失業の認定を行

い、失業給付を行う。 

 

５  義援金品の受付及び配分 

(1) 受付 

 総務部総務課は、義援金品受付窓口を設置し、受付記録を作成して保管の手続きを行うとともに、

寄託者に受領書を発行する。義援金は被災者に配分するまでの間、市指定金融機関に専用口座を開設

し保管する。義援品は、物資管理センターに保管する。 

 

(2) 義援金品の配分 

 県の配分基準にしたがって配分する。なお、市単独で決定する場合は、義援金品配分委員会を組織

し、被災者数、被災者世帯数、被災状況等を考慮して義援金の配分を決定する。 
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■配分基準 

義援金 

死者（行方不明で死亡と認められる者を含む） 

 重傷者（３か月以上の治療を要する見込みの者） 

 重傷者（１か月以上３か月未満の治療を要する見込みの者) 

 全壊全焼流失世帯 

 半壊半焼世帯 

 一部損壊世帯 

１０ 

５ 

３ 

１０ 

５ 

１ 

義援品 

避難所における緊急性、必要性に応じて配分を決定する。なお、避難所への配分を決定する

に当たっては、緊急性を要すること、また、個人へ配分するものではないことから、義援金配

分委員会における決定は不要とすることができる。 

※被災者世帯への配分において、床上浸水及び床下浸水の浸水被害については、住家の被害区分（り災区分）

に準じた整理により一部損壊に含まれる。 

 

６ 生活資金の確保 

(1) 災害援護資金 

 生活支援第一課は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により被害を受けた

世帯の世帯主に対して災害援護資金を貸付ける。 

 

■災害援護資金の内容 

対象となる 

災   害 

ア  市に災害救助法が適用された場合の自然災害 

イ  県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある自然災害 

貸 付 対 象 

上記の災害で被害を受けた世帯の世帯主。 

ただし、その世帯の前年の総年間所得が次の額未満の世帯に限る。 

① 世帯構成人数  １人の場合 … 220 万円 

②               ２人       … 430 万円 

③               ３人       … 620 万円 

④               ４人       … 730 万円 

⑤               ５人以上   … 一人増すごとに 

                 730万円に 30万円を加えた額 

ただし、その住居が滅失した場合にあたっては、1,270 万円とする。 

貸 付 金 額 

（ 限 度 額 ） 

１ 世帯主の１か月以上の負傷           150万円 

２ 家財等の損害 

ア 家財の 1/3以上の損害         150万円 

イ 住居の半壊             170万円 

ウ 住居の全壊             250万円 

エ 住居の全体が滅失又は流出            350万円 

３ １と２が重複した場合 

ア １と２のア重複            250万円 

イ １と２のイ 〃                       270万円 

ウ １と２のウ 〃               350万円 

４ 次のいずれかの事由に該当する場合であって、被災した住居を建て直す際に、

残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合 

ア ２のイの場合            250万円 

イ ２のウ 〃             350万円 

ウ ３のイ 〃             350万円 

 貸 

 付 

 条 

 件 

 据置期間 ３年（特別の事情がある場合５年） 

 償還期間 １０年（据置期間含む） 

 償還方法 年賦、半年賦又は月賦償還 

 貸付利率 市条例で定める年３％以内の率（据置期間中は無利子） 
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(2) 生活福祉資金 

 県社会福祉協議会は、救助法の適用となった地域及び特例措置が必要と県知事が設定した地域に住

所を有し、被災により当座の生活費を必要とする世帯（低所得者に限らない）に対して生活福祉資金

を貸し付ける。（相談窓口：市社会福祉協議会） 

 

■生活福祉資金の内容 

① 生活福祉資金（緊急小口資金）特例貸付 

貸付金額 

原則 10万円 

 ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は 20万円とする。 

ア. 世帯員の中に死亡者がいるとき 

イ. 世帯員に要介護者がいるとき 

ウ. 世帯員が４人以上いるとき 

エ. 重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に県社協会長が認めるとき 

貸 付 利 子 無利子 

据 置 期 間 貸付の日から 1年以内 

償 還 期 限 据置期間経過後 2年以内 

連帯保証人 不要 

② 福祉資金（住宅補修費、災害援護費）貸付 

住宅補償費 250万円以内 

災害援護費 150万円以内 

貸 付 利 子 
年 1.5％ 

連帯保証人ありの場合は無利子 

据 置 期 間 貸付の日から 2年以内 

償 還 期 限 据置期間経過後 20年以内 

ただし、(1)の災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原則として対象外。 

なお、救助法が適用にならない災害によって被害を受けた場合は、通常の福祉資金貸付と同じとなる。 

貸付対象者 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯 

住宅補償費 250万円以内 

災害援護費 150万円以内 

貸 付 利 子 
年 1.5％ 

連帯保証人ありの場合は無利子 

据 置 期 間 貸付の日から 6ヶ月以内 

償 還 期 限 据置期間経過後 7年以内 

 

(3) 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け 

 家庭子ども相談課は、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、ひとり親家庭又は寡婦に対

し資金を貸し付ける。災害の場合は、被災者に対する事業開始資金、事業継続資金及び住宅資金の据

え置き期間の延長の特例が設けられている。 

 

７ 災害弔慰金等の支給 

(1) 災害弔慰金 

 生活支援第一課は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により死亡した市民

の遺族に対し災害弔慰金を支給する。 
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(2) 災害障害見舞金 

 生活支援第一課は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害により負傷し、又は疾病

にかかり、治った時（その症状が固定したときを含む。）に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障

害があるときは、該当住民に対して災害障害見舞金を支給する。 

 

(3)災害見舞金 

 生活支援第一課は、「久留米市災害見舞金の支給等に関する規定」に基づき、市長が認めた火災、

爆発及び自然災害により被害を受けた市民（災害により被害を受けた当時、本市に居住していた者を

いう。）であって、市規定別表第１に掲げる被害の区分に応じ、同表認定基準の欄に規定する基準に

該当する被害を受けた者に対し災害見舞金等を支給する。 

 

(4) 被災者生活再建支援金 

 県から支援金の支給に関する事務の委託を受けている公益財団法人都道府県センターは、「被災者

生活再建支援法」に基づき、自然災害により被災した市民に対し支援金を支給する。 

 

■被災者生活再建資金の内容 

対象世帯 

 自然災害により次のいずれかに該当する世帯 

① 住宅が全壊した世帯（全壊世帯） 

② 住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯（解体世帯） 

③ 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不可能な状態が長期間継続している世帯（長期

避難世帯） 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

⑤ 住宅が半壊し、大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を要する世帯（中規模半壊世帯） 

支援金の 

支給額 

支給額は、次の２つの支援金の合計額となる（中規模半壊世帯を除く） 

（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

区 分 

基礎支援金 加算支援金 計 

（万円） 住宅の被害程度 住宅の再建方法 

① ② ①＋② 

複数世帯 

（世帯の構成

員が複数） 

全 壊 世 帯 

解 体 世 帯 

長期避難世帯 

100 

建設・購入 200 300 

補修 100 200 

賃借 50 150 

大規模半壊 

世 帯 
50 

建設・購入 200 250 

補修 100 150 

賃借 50 100 

中規模半壊 

世 帯 
－ 

建設・購入 100 100 

補修 50 50 

賃借 25 25 
 

 

８ 市税等の納付相談・減免等 

 税収納推進課、市民税課、資産税課、介護保険課及び健康保険課は、災害によって被害を受けた住

民に対して市民税等の減免、納税延期及び徴収猶予を行う。 

 

■市税等の減免等の種類、内容、担当 

納税期限の延長 
災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は市税を納付若

しくは納入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。 

市民税課 

資産税課 
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徴 収 猶 予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市民税を一 時に納付し、又は納入

することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内におい

て徴収を猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１

年以内の延長を行う。（地方税法第 15条） 

税収納推進課 

減   免 

被災した納税義務者等に対し、該当する各税目等について減免を行う。 

個人の市民税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 市民税課 

固 定 資 産 税 
災害により著しく価値が減じた固定資産について行

う。 
資産税課 

介 護 保 険 料 

被災した被保険者の状況に応じて減免を行う。 

介護保険課 

国民健康保険料 

健康保険課 後 期 高 齢 者 

医 療 保 険 料 等 

軽 自 動 車 税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 市民税課 

特別土地保有税 災害により著しく価値を減じた土地について行う。 資産税課 

 

９  介護保険における措置 

 介護保険課は、介護保険について次の措置をとる。 

 

■介護保険における措置 

認定更新申請期限に 

関する措置 

災害により、定められた期間内に要介護認定又は要支援認定更新の申請をすることができな

かった被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、市に対し申請をすることが

できる。 

給付差し止め等に 

関する措置 

災害により定められた期間を過ぎても保険料等払い込むことのできない被保険者に対し

て、保険給付の差し止め等を行わない。 

介護保険サービス 

利用者負担額の減額 

災害により、被保険者（要介護被保険者、要支援被保険者）及び世帯の生計中心者の居住す

る家屋等に著しい損害を受けた場合は、サービス利用料負担を軽減する。 

給付割合の増額 

災害により、居宅サービス若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要

な費用を負担することが困難であると認めた被保険者（要介護被保険者、要支援被保険者）

に対し、次の介護給付、予防給付の割合を増やす。 

１ 増額される要介護被保険者への介護給付 

① 居宅介護サービス費の支給 

② 特例居宅介護サービス費の支給 

③ 地域密着型介護サービス費の支給 

④ 特例地域密着型介護サービス費の支給 

⑤ 施設介護サービス費の支給 

⑥ 特例施設介護サービス費の支給 

⑦ 居宅介護福祉用具購入費の支給 

⑧ 居宅介護住宅改修費の支給 

 ２ 増額される居宅要支援被保険者への予防給付 

① 介護予防サービス費の支給 

② 特例介護予防サービス費の支給 

③ 地域密着型介護予防サービス費の支給 

④ 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 

⑤ 介護予防福祉用具購入費の支給 

⑥ 介護予防住宅改修費の支給 

 

10 住宅復興資金の融資 

 住宅金融公庫は、「住宅金融公庫法」に基づき、災害により住宅を失い、又は破損した者が住宅の

建設、補修、購入、宅地整備等を行えるよう災害住宅復興資金を融資する。 
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11 災害公営住宅の建設等 

 大規模な災害が発生し、自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、住

宅被害の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買収又は被

災者へ転貸するために借り上げる。 

 市は、低所得り災世帯のため、国庫から補助を受け災害公営住宅を整備し供給する。市営住宅課は、

県の指導のもと、災害公営住宅の建設等を行う。 

 

12 郵政事業の特例措置 

 災害が発生した場合において、日本郵便株式会社は、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の実

情に応じ、次のとおり、郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施する。 

 

(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

 災害時において、被災者の安否通信等の便宜を図るため、日本郵便株式会社は、被災地の郵便局に

おいて、被災世帯に対し、通常葉書及び郵便書簡を無償で交付する。 

 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

 災害時において、日本郵便株式会社は、被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

 

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

 災害時において、日本郵便株式会社は、被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募

金会又は共同募金連合会にあてた救助用物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用の現金

書留郵便物の料金免除を実施する。 

 

(4) 被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除 

 災害時において、日本郵便株式会社は、被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募

金会又は共同募金会連合会に対する被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の通常

払込み及び通常振替の料金免除を実施する。 

 

(5) 医務機関による医療救護活動 

 災害時において、被災地の実情に応じ、医療救護、防疫措置等の必要がある場合は、日本郵便株式

会社は、医務機関から医療救護班を派遣し、被災地における医療救護活動に協力する。 

 

(6) 簡易保険福祉事業に対する災害救護活動の要請 

 災害時において、被災地の実情に応じ、医療救護、一時避難場所の提供等の必要がある場合は、日

本郵便株式会社は、簡易保険福祉事業団に対し、加入者福祉施設が被災地の地方公共団体等の関係機

関との連絡を密にし、災事救護活動に従事するよう要請する。 

 

(7) 被災地域地方公共団体に対する簡易保険積立金による災害短期融資 

 災害時において、被災地における災害応急対策の円滑な実施に資するため、日本郵便株式会社は、

被災地域地方公共団体の災害に関する緊急な資金需要を的確に把握し、当該地方公共団体の申請に応

じ、簡易保険積立金を短期融通する。 
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13 被災者台帳の整備 

(1) 台帳情報の集約 

情報収集班は、被災者援護を総合的かつ効率的に実施するため、必要に応じて被災者の個々の被

害の状況や各種支援措置の実施状況、配慮事項等を一元的に集約した被災者台帳の作成に努める。 

 

(2) 台帳情報の共有 

 情報収集班は、被災者に対するきめ細かな継続的支援の実施にあたり特に必要と認められる場合は、

他市町村又は登録被災者援護団体の求めに応じて台帳情報を提供する。 

 

14 他機関との連携共有 

 情報収集班は、被災者援護の充実を図るため、必要に応じて、登録被災者援護協力団体等の関係機

関に対して、資料・情報の提供など協力を求める。 

 また、広域一時滞在の被災者については、受入先の市町村との継続的な情報共有により、個人の状

況を確実に把握するよう努める。 

 

 第２ 地域復興の支援                   

 

１ 中小企業者への融資 

(1) 久留米市中小商工業融資委員会の開催 

 商工政策課は、関係金融機関、信用保証協会、関係指導機関等で構成する久留米市中小商工業融資

委員会を開催して、災害融資の円滑化を図る。 

 

(2) 被災事業者の相談窓口の設置 

 商工政策課及び、産業振興課は、被災事業者向け相談窓口を設置し、相談や問合せに対応するとと

もに、商工団体への聞き取りや被災事業者への訪問調査を実施し、被災状況や支援ニーズの把握に努

める。 

 

(3) 融資の案内 

 商工政策課及び産業振興課は、災害により被害を受けた中小企業が再建と経営の安定を図るため、

市をはじめ、国や県などの中小企業融資制度を案内する。 

 

■中小企業への融資制度 

対象者 

 久留米市内に事業所を有し、原則として融資申し込み日の以前、 引き続き１年以上同一業種の事業を

営んでいる中小企業者であって、災害等の突発的な事態の発生により経営の安定に支障を生じている中

小企業者 

相談窓口 

 ○ 商工政策課 

 ○ 各商工会議所、商工会 

 ○ 県中小企業団体中央会 

 

２ 農林漁事業者への支援 

 農政課は、災害により被害を受けた農林漁事業者に対し、農林漁業関係の融資を案内する。 
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■農林漁業関係の融資 

① 天災資金〔経営資金〕（農協等）         ② 天災資金〔事業資金〕（中金、信連） 

③ 農業基盤整備資金（公庫）             ④ 主務大臣指定災害復旧資金（公庫） 

⑤ 林業基盤整備資金（公庫）             ⑥ 漁業基盤整備資金（公庫） 

⑦ 漁船資金（公庫）                 ⑧ 共同利用施設災害復旧資金（公庫） 

⑨ 農林漁業セーフティネット資金（公庫）      ⑩ 農林漁業災害対策資金 特別資金（公庫） 

⑪ 農林漁業災害対策資金 経営安定資金（農協等） 

※中金＝農林中央金庫、信連＝信用漁業協同組合連合会、公庫＝日本政策金融公庫 

 

 

【資料編】 

久留米市災害義援金品配分委員会運営要綱（資料３４） 
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第３節 災害復興 
 

◆節の項目と担当 

項          目 担      当 

 第１ 復興計画作成の体制づくり  各部課 

 第２ 復興に対する合意形成 

 第３ 復興計画の推進 

 

 地震により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、被災地域の再建は、都市

構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となる。 

 市は、県及び関係機関と、緊密な連携を図りながら、再度災害の発生防止とより快適な生活環境を

目指し、市民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを多様な市民の意見を反映し、実施す

るものとする。 

 なお、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用するこ

とにより、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

 

 第１ 復興計画作成の体制づくり               

 

 復興計画は、被災状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復旧

を目指すか、又はさらに災害に強いまちづくり等の中長期課題の解決をも図る計画的復興を目指すか

について早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定める。そして、この方針を基に復興計画を作成す

る。 

 そのため、市は、県の行う復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行のための体制整備（県と市町村 

及び関係機関との連携、国との連携）に協力し、連携をとる。 

 なお、復旧・復興に当たっては、あらゆる場・組織に女性の参画を促進し、男女共同参画の視点を

取り入れた復興体制を確立する。 

 

 第２ 復興に対する合意形成                 

 

 復興計画の作成に当たっては、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュール、被

災者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を市民に対し行い、市民の早急な生活再建の観点か

ら、防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに市民の合意を得るように努めるものとする。 

 

 第３ 復興計画の推進                    

 

 復興事業は、多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり、中長期に及ぶことから、社

会情勢や市民のニーズの変化、科学技術の進展等復興事業を取り巻く状況の変化を考慮の上、可及的

速やかに実施するため、市、県及び関係機関は、諸事業を調整しつつ計画的に復興を進めるものとす

る。 


